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平成２５年塩尻市議会６月定例会 

総務環境委員会会議録 
 

○日  時  平成２５年６月１７日（月）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項   

議案第 １号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第 ２号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第 ３号 塩尻市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例 

議案第 ４号 塩尻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ５号 塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例 

議案第 ６号 塩尻市新型インフルエンザ等対策本部条例 

議案第１４号 公平委員会委員の選任について 

議案第１５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第１８号 平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）中 歳入全般、歳出２款総務費、３款民生費

中１項社会福祉費、第２条地方債補正 

議案第１９号 平成２５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議会第 １号 国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書 

請願６月第２号 長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する請願 

陳情６月第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情 

○出席委員・議員 

委員長  古畑  秀夫 君        副委員長  横沢  英一 君 

        委員  山口  恵子 君          委員  森川  雄三 君 

委員  青柳  充茂 君          委員  柴田   博 君 

委員  塩原  政治 君          委員  中原  輝明 君 

議長  五味  東条 君         副議長  中村   努 君 

○欠席委員  

なし  

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した議員 
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       請願紹介議員     金子  勝寿 君 

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した参考人 

       請願説明員  弁護士  小林  毅 君 

       陳情説明員  自治労長野県本部中央執行委員 大村  一 君 

────────────────────────────────── 

○議会事務局職員 

事務局長  宮本  京子 君     事務局次長  石川   忍 君 

庶務係長  小澤  秀美 君 

────────────────────────────────── 

午前９時５８分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。少し時間より早いですが、全員おそろいですので、ただいまから総務

環境委員会を開催したいと思います。本日の委員会は、委員全員が出席しております。それでは、審査に入る前

に理事者から挨拶があればお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

理事者挨拶 

○副市長 おはようございます。総務環境委員会をお開きをいただきまして、大変ありがとうございます。申し

上げてございます条例案件、それから補正予算がございます。御審査をいただきまして、原案どおりお認めいた

だければ大変幸甚に存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 当委員会に付託された議案は、別紙委員会付託案件表のとおりです。本日の日程について副委員長か

ら説明させます。 

○副委員長 大変御苦労さまでございます。それではですね、本日の日程を説明させていただきます。まず午前

中でございますが、各議案審査、それから昼食に入りまして午後１時からは、請願、陳情審査を先にやらせてい

ただきます。それで審査終了後ですね、残ってる議案がございましたら議案審議を行うと、こういうことでござ

います。 

 視察の関係でございますが、本日は今のところ予定しておりませんので、御了解をいただきたいと思います。

午後５時４５分からでございますが、あさひ館にて懇親会を行いますので、よろしくお願いいたします。以上

でございます。 

○委員長 次に年度初めの委員会ですので、職員の自己紹介をしていただきます。部長は全協で行いましたので、

課長級以上の全職員についてお願いいたします。委員は職員の名簿を配付してありますので、担当の係長につい

ては名簿により確認をお願いします。それでは、総務部からお願いいたします。 

〔職員自己紹介〕 

○委員長 ありがとうございました。ただいまから議案の審査を行います。円滑な議事進行のため簡潔明瞭な説

明、質問、答弁を心がけていただきますよう御協力をお願いいたします。また、発言に際しましては必ずマイク

を通していただきますので、スイッチ等に気をつけて発言をお願いいたします。委員の皆さんは、マイクに近づ
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いて質問するようにしてください。説明者、答弁者は、ワイヤレスマイクを回しますので、マイクのスイッチを

確認した上で発言をお願いいたします。議事進行への御協力をお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

議案第１号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○委員長 それでは、議案第１号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。説明を

求めます。 

○市民課長 それでは、議案関係資料に基づきまして説明させていただきます。議案関係資料の１ページをお願

いをいたします。議案第１号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、お願いをいたしま

す。１の提案理由につきましては、さきに策定いたしました国保財政健全化指針に基づきまして、国保財政の健

全化を図るため、税率等の見直しを行うに当たりまして、必要な改正をお願いするものでございます。この内容

につきましては、さきの議員全員協議会におきまして概要をお知らせ申し上げましたとおり、今回の保険税率の

見直し改定は、健全化指針に基づき平成２５年度から平成２７年度までの３カ年間にわたる歳入不足見込額を解

消するための２億７，０００万円につきまして、その２分の１を一般会計繰入金による財政支援をいただくこと

で、加入者皆さんの負担増の緩和を図りながら、平成２３年度改定以来２年ぶりの引き上げ改定をお願いするも

のでございます。 

 ２の概要（１）国民健康保険税率等の改正につきましては、アの医療保険分、イの後期高齢者支援金等分がゼ

ロ歳から７４歳の加入者皆さんから御負担をいただくもの。その下のウの介護納付金分は、介護保険制度の第２

号被保険者と呼ばれる４０歳から６４歳の加入者皆さんから御負担をいただくものでございますが、それぞれの

区分ごとに資産割の税率を３割減に引き下げ、所得割１人当たり均等割、１世帯当たり平等割のそれぞれの税率

につきまして、所要の税率に改めるものでございます。全体改定率は、前回の平成２３年度改定率の９．９％増

を下回る８．７７％増、１人当たり平均７，６０７円の引き上げをお願いするものでございます。 

（２）の普通徴収の方法によって徴収する保険税において、納期ごとの１００円未満の金額を、最初の納期の

課税額に合算する規定を設けるものにつきましては、現行の普通徴収による保険税では、年税額を７月の１期分

から翌年の３月の９期分まで９回の納期に分けて御負担をいただいておりますが、現行の保険税では、地方税法

の規定に準じ、９回ある納期ごとの１，０００円未満の端数を最初の１期分に加算していることから、１期分の

納付額が大きくなっております。このため、今回の改定にあわせまして、現行の端数処理基準の１，０００円未

満を１００円未満に改めることによって１回当たり納付額を平準化し、納付しやすくなるよう改善を図るもので、

その端数処理基準を１００円未満とする規定を条文に明記させていただくものでございます。なお、年金からの

天引きによる特別徴収では、地方税法に１００円未満とする規定が設けられておりますので、今回、普通徴収に

かかわります保険税について適用するための改正をお願いするものでございます。 

４の条例の施行等につきましては、公布の日から施行し、平成２５年度以降の年度分の保険税について適用さ

せていただくものとし、改定する税率を指針に基づきまして２７年度まで３年間固定させていただくものでござ

います。 

次のページをお願いいたします。２ページの新旧対照表の第３条第１項の改正案では、基礎課税額と言われる

医療保険分にかかわります所得割額の税率を改めるもので、以下３ページを飛ばし４ページをお願いをいたしま
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す。４ページの第１４条までそれぞれの区分ごとに所要の税率に改めさせていただくものでございます。５ペー

ジの第１７条改正では、前段御説明申し上げました納期ごとの１００円未満の端数を最初の納期に合算する規定

を第３項に新たに設けさせていただくものでございます。 

次の第２６条改正につきましては、保険税の減額として低所得世帯に対します１人当たり均等割額及び１世帯

当たり平等割額の７割５割２割軽減に相当する減額分を次のページ以降、それぞれ所要の額に改めさせていただ

くものでございます。以上です。よろしくお願いをいたします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆さんから質問はありますか。 

○柴田博委員 それでは、お伺いしたいと思いますが、本会議でもちょっと伺ったんですが、金額的なところで

明確な答弁がなかったんで改めてお伺いしますけれども、２５年から２９年までの５年間の中の前３年分の取り

扱いということなんですけれども、５年間通して今の税率のまんま行けば赤字が大きくなってしまうということ

での措置だというふうには聞いていて、それは理解するわけですけども、今考えている２５年に８．７７％上げ

て、２８年にそのときの状況によって足りない分を上げるということなんですけど、予想される率としては大体

８％ぐらいになるんじゃないかというふうに説明は受けてるんですが、その場合にそれを８％とした場合にです

ね、今回８．７７％上げて平成２８年に今回上がった分のまた８％上がるということになると、上げる前と比較

して、現状と比較して、モデル世帯ならモデル世帯でどれくらい負担が大きくなるかっていう計算をしたときに、

５年間分の１８億円の赤字を解消するために５年間分を一度で、例えば値上げした場合の額と、負担額とを比べ

た場合にはですね、どちらがどれくらい大きくなるかということが、多分試算されていると思うんで、その金額

についてまず初めにお願いします。 

○市民課長 お答えさせていただきます。まずですね、今回、健全化指針では５年間の財政フレームを立てまし

た。平成２５年度から平成２９年度一度に改定いたしますと、１２．３％くらいの改定率がございます。それで、

これを一度に改定すれば低いわけではございますけども、平成２７年度には高額共同事業の拡大とか、また市町

村国保の広域化とかがございますので、先がわからないということで、今回平成２５年度から平成２７年度、今

回改定させていただきますのが８．７７％、次の平成２８年度から平成２９年度が今のところ２億６，０００万

円くらい足りないということで８．３８％、合わせますと第１回目が８．７７％、平成２８年度改定が８．３８％

ということで１７．１５％、１回ですと１２．３％でございますけども、ちょっと高くなりますけども、やはり

私ども今回健全化指針立てる中で、平成２８年度の改定が医療費の伸びでどうなるかわからない中で、過分なほ

どの負担を求めないために今回、とりあえず３年間の収入資本立てて平成２７年度に大きな改定、先ほど申し上

げました高額共同事業の改定等ございますので、その動向を見ながら収支見通しを立てながら、平成２８年度再

度改定をさせていただきますものでございます。以上でございます。 

○柴田博委員 そうするとですね、現状でもし平成２８年度のときが８．３％くらいになってしまえば、一度で

改定したほうが負担増にはならないということですよね。だけど８．３％を今から３年間の取り組みの中でなる

べく少なくしてですね、今回考えている一度目は８．７７％、２回目は必要に応じてっていうほうが安くなるよ

うな取り組みをしていくということで、そういうふうにしたというふうに解釈していいわけですか。 

○市民課長 今回ですね、収納対策、また特に医療費が伸びておりますので、ここで５年間の中で医療費の適正

化対策、またことしの７月にはジェネリック医薬品の差額利用通知を出しますので、その辺の中で今のところは
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平成２８年度８％の改定をみておりますけれども、これから努力させていただきまして、できるだけこの８．３％

を下げるように努力させていただきます。以上でございます。 

○柴田博委員 もう１点、お願いします。これも本会議でも聞いたことなんですけれども、改めて。今回の改定

をしたとしてですね、一番負担が大きくなる部分と一番負担が小さくなる部分でですね、上げた後の何て言うん

ですか、年間所得に対する国保税額の割合、負担率って言うんですか、それが一番大きくなる所得区分の場合と

一番小さくなる所得区分、それをちょっとどことどこだか改めてお聞かせください。 

○市民課長 いろんなケースがございます。本会議で申し上げましたとおり、現在の加入世帯が１．８２という、

約２人世帯ですので、その辺を標準にして申し上げてまいりますけども、固定資産なしとありの世帯がございま

すので、なしの世帯で標準的なもので申し上げます。まず改定率の一番高いところが４００万円の世帯というこ

とで１４．１０％、ただ負担率で見てきますと、今、委員さんのほうからおっしゃられました負担率で見ますと

４００万円の世帯の負担率が１２．１８％でございます。これに対しまして、２人世帯で、今、一番負担率の高

いところが６８万円の世帯がございますので、ここが１７．１３％。今回の改定では中間所得者層の改定率が高

くなっておりますけども、低所得者世帯の皆様方の負担率が高い状況でございますので、この辺を調整をさせて

いただいたものでございます。以上でございます。 

○柴田博委員 いいです、とりあえず。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○山口恵子委員 先ほど答弁の中にもありましたが、平成２２年度からジェネリック医薬品希望カードっていう

のを本市では取り入れていますけれども、それを使った効果が金額としてどのくらい出ているのかということが、

もしわかりましたらお聞きしたいと思います。 

○市民課長 ジェネリック医薬品につきましては、国の厚生労働省では平成２４年度までにジェネリック医薬品

の数量シェアですね、数量シェアを３０％以上とするということを今やっております。本市の現在、平成２４年

４月の使用率が２２．１％で、前年比から１．１％ふえております。具体的な金額はちょっとわかりませんけど

も、長野県後期高齢者医療広域連合では、平成２４年９月から導入をいたしまして、平成２４年１０月から翌年

３月の半年で、約１，３００万円ほどの削減を見込んでおります。特に全国的にも高齢者の方ほどジェネリック

医薬品の利用が高いということで、ここで７月に出しますので、私どもも具体的な数字はちょっとわかりません

けども、この中で、ジェネリック医薬品を中で推奨しながら調剤医薬品の伸びを押えていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○山口恵子委員 国保運営協議会のほうの答申を見ますと、やっぱり附帯意見の中で医療費の抑制ですとか、予

防対策が上げられていまして、前回の改定のときもやはり同じような答申があったかと思いますが、その辺、具

体的に効果が、こういうことをしたらこのくらい効果が出たっていうことも、やはり市民の目にもわかりやすく

表現していただくことが大事かなと思います。その点はいかがでしょうか。 

○市民課長 現在、特定健康診査、平成２０年度から平成２４年度の第１期計画で今進めておりまして、平成２

２年度に中間評価が終わりました。この後、平成２５年度実績を見ながら、そこで特定健診の実績評価をさせて

いただきます。その中で現在メタボリックシンドロームの予備軍及び患者を１０％削減するというもので、特に

これ生活習慣病の削減でございますけども、その辺の金額が出てまいりますので、議会の皆様方、また市民の皆
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様方にも特定健診の実績評価の中で具体的にこういう特定健診をやったときに、どれくらいの効果が出るってい

うものを表示をさせて、広く広報をする予定でおります。以上でございます。 

○山口恵子委員 そうしましたら、先ほどのジェネリックのほうの利用効果とあわせて、やはり示していただき

たいと思います。これは要望です。 

○委員長 ほかにございますか。 

○森川雄三委員 今、ジェネリックの話が出たんですけれども、今回の改定、平成２７年３年間ですか、また平

成２８年になればですね、また新たにこういうような、いわゆる変更もしなきゃならんというようなことで、何

て言うんですか、お金が下がるというようなことが、これからはないのかなと大変心配するわけなんですが。こ

れ、市民課だけじゃなくてですね、環境課にも関係するのか、スポーツ課にも関係するのか、いわゆる健康増進

のためのとか、病気予防のためのそういう事業というものをこれまでいろんなところでやっておられる、事業と

してね。そこら辺の効果というものが、どのように反映されているのか、そこら辺を検証されたことがあるか、

その点はいかがですかね。 

○市民課長 確かにおっしゃられるとおり国保だけでは医療費削減ができませんので、私どもも市民の皆様方、

一人一人の皆さんが健康増進、特にこの第一次予防の重要性ということを今考えております。現在、市の健康づ

くり計画、１０カ年戦略で持っておりますけども、できたらことし策定をするということで今準備を、健康づく

りで進めております。その中で、第１期計画の健康づくり計画の中でもいろんな数値目標を掲げてございますの

で、それもまた検証しながら、また具体的な医療費が出ましたら提示をさせていただくような形で考えておりま

す。以上でございます。 

○森川雄三委員 健康のためのね、事業をずっと進めてきて、それが効果があったっていう場面がなければ、や

はりその事業として本当にどうなのかなっていうことまで考えなきゃいけないと思うんですよね。それだって当

然、事業費を拠出をしているわけですし、単なる各地域でいわゆるヘルスアップクラブとかですね、そんなよう

なんありますね、いろいろ。そういうのをただやってますっていうだけが、果たしてこの国保税に影響している

のか。それにやっぱり反映されてこなければね、何て言うかな、あまり感心しないというか、しなきゃ余計いけ

ないと言うかもしれないけれども、そこら辺はやっぱりある程度結果が出てますというようなところも検証する

必要がありゃしないかと思いますが、もう１回いかがですか。市民課じゃなくていいがね、どなたか、環境。 

○市民環境事業部長 今の御指摘の内容につきましてはですね、全般的に医療費が増加してる中で、なかなか私

どもの健康づくりの事業がですね、それに対応して追いついてないという現状がございます。私どもとしても御

指摘いただいた内容重々踏まえておりまして、単なる健康づくりだけではなく、介護のことも含めてですね、取

り組んでいく必要があると思っておりますし、また健康づくりの部分ではスポーツの関係でも取り組んでござい

ますので、そういった部分をですね、総合的にやっぱしやっていかないといけないなと思っております。特に医

療費については過日の広報の中でもですね、塩尻市の場合の最大の課題は高血圧だという、ある程度ターゲット

を絞らせていただきつつありますので、そういったことも踏まえながらですね、健康づくり全般についての取り

組みを強化してまいりたいというふうに考えている次第であります。 

○山口恵子委員 今の森川委員の質問の関連なんですけれど、やはり健康づくり、医療費とか介護も含めて先進

的な取り組みを見ますと、やはり地域全体の認識として企業とか地域も巻き込んで、健康づくり課だけではなく、
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やっぱり市町村全体の課題として取り組んでいるというような実績もありますので、やはり１つの担当だけでは

なく塩尻市全体の課題として、地域や企業もいかに巻き込んでいくかっていうことも大事だと思いますが、そう

いった観点からやはり政策を進めていっていただく必要はあるのかなというふうに思いますが、その点はいかが

でしょうか。 

○市民環境事業部長 御指摘のとおりで、私どももそういった形で全市的なですね、どこの市町村もまた全市的

な対応をしてるわけなんですけれども、特にそういった中で効果の出てるような先進地の視察も実はさせていた

だきながらですね、学ぶべき点も多々ございますので、そういった視点を持ってまた取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

○柴田博委員 国保会計の平成２４年度分については、多分決算今つくってるとこだと思うんですけども、その

中身とですね、それから健全化指針の中で平成２４年度の予測として上げてあった数値と大きな狂いはないかど

うか、その辺について簡単に説明をお願いします。 

○市民課長 平成２４年度の国保会計の決算見込みについて申し上げます。税率改定では１億４，０００万円の

決算収支を見込みましたけれども、国と退職療養費の交付金が概算払いで若干多く出るということで、今のとこ

ろ２億１，３００万円ほどの差引収支額を予定しております。ただし、今申し上げましたとおり、国の負担金と

退職療養交付金の返還がございますので、これを約５，５００万円みております。そうしますと実質収支が約１

億６，０００万円でございますので、今回見込んだものよりも約２，０００万円ほどプラスになるかなというこ

とを考えております。以上でございます。 

○柴田博委員 そうすると、平成２５年度の部分で、基金として残る部分というのは、どれくらいになるわけで

すか。 

○市民課長 後ほどの補正予算で申し上げますけども、現在予備費の中で、ここで繰り越しますと２億５，００

０万円ほど入りますので、基金は１億円を積み立てていく予定でございます。以上です。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○副委員長 済みません、初歩的な質問になると思いますが、教えていただきたいと思いますが。今回ですね、

値上げに当たりましては、所得割だとか平等割とかいろいろあるんですが、その中で資産割が下がってるわけで

ございますが、これは健全化指針や何かで指摘されてる部分はあるかと思いますが、このパーセントにですね、

少しでもお金を上げていきたい中でこのパーセントに決めたという形の中で、事務局としては、どういうことを

主体にしてこんなようなパーセントを決めたかどうか、ちょっとそこら辺の考え方を教えていただきたいと思い

ます。 

○市民課長 まず資産割の課題について申し上げますけども、固定資産税の上にさらに国民保険税がかかるとい

うことで、二重課税感が非常に強いものがございます。また、市外に土地や建物がありましても、資産割がかか

りません。また収益を生んでないものからこういうものがかかるということで、これまでも窓口で大きな反対意

見がございました。この中で一番大きなものは、平成２０年度に後期高齢者医療制度が始まりまして、資産割を

全く取ってない中で全国的に資産割を廃止する動きが広がっております。今回、私ども健全化指針の中で現在平

成２４年度の当初賦課の資産割の課税賦課額が医療と後期高齢者支援分、ゼロ歳から７４歳の加入者皆さんから
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負担いただくものが９，５００万円ほどの調定額がございます。これを一気に廃止をしていきますと、資産を持

ってない方にしわ寄せが行くということで、段階的に資産割を廃止をして、今回改定の中で３割引き下げて、さ

らに平成２８年度改定２割減にして、次期の改定の中で全廃をしていきたいということで、段階的に廃止する中

で、今回このようなもので３割減に引き下げたものでございます。以上でございます。 

○委員長 ほかにございますか。 

○中原輝明委員 ちょっと俺聞きたいだがさ、幼稚なもんだが、これで保険税は上がる、滞納率はどんなぐあい

に上昇していく。それと、その滞納者の処置は、今、固定された１００人なら１００人の範囲内が、滞納者が上

昇するのか、あるいは新しく滞納者ができて今後どんな扱いをしていくのか。これは滞納がふえるばっかりだと

思う。その処置。 

○市民課長 まず前回の改定の際の収納率の比較について申し上げます。平成２３年度の改定でございますので、

平成２２年度の現年度分収納率が９１．４３％から平成２３年度９２．０２％ということで、０．５９％向上し

てございます。私ども平成２３年の改定のときに、収納率の落ち込みを心配したわけでございますけども、この

１つの大きなものは、軽減の割合をこれまでの６割４割から７割５割２割軽減に拡大をしたということで、平成

２３年度９２．０２％まで上がってございます。また今回、平成２３年度、平成２５年度に８．７７％引き上げ

ますので収納率の落ち込みを心配しておるところでございますけども、１つ先ほど御質問いただきました資産割

の税率を３割減に引き下げていきますので、そうしますと、現在７割軽減の方で資産をお持ちになっていること

で、非常に負担が重くなっているケースがございますけども、ここで資産割を下げますと逆に７割軽減の方です

と３，０００円ほどの年額が引き下がりますので、収納率実際わかりませんけども、この資産割の廃止によりま

して、ある程度、現行の収納率も低下が歯どめがかかるのではないかなと考えております。以上でございます。 

○中原輝明委員 何か流れるような言葉でちっともよどみがなくて、俺にはわからんがさ。もう少しやわらかく

言ってもらわなきゃわからないが、いいかい、問題は滞納率がふえるっていうのと、それにさっき言った１００

人の範囲がふえるのか、それが上昇するのか、その辺の処置と滞納に対する扱いは今後、それに対する今後の扱

いっていうか、取り扱いはどんなぐあいにする考えだかっていうのを、今、滑るように言わないでさ、俺たちが

努力してやるとかやらないとかさ、何とか言わなきゃ、そんなもの全然わからんじゃないか。 

○市民課長 済みません、私どもですね、今回改定するときに、平成２４年度の収納率、今のところ前年度より

も好調と考えておりますけども、平成２５年度改定によりまして９１．５％に下がるということで、賦課調定額

を定めておりますので、私どもも先ほど申し上げたとおり資産割の税率の引き下げによってある程度落ち込みは

避けられるかなと思いますけども、今のところでは９１．５％に下がる予定で考えております。 

それともう１つ御質問をいただいたものは、滞納の強化につきましては、今回健全化指針の中で大口滞納者と

か県の機構に積極的に回すものもございますし、もう１つは収納強化ということで差し押さえの強化を考えてお

りますので、その辺で収納課のほうで努力をさせていただくことで考えております。よろしくお願いいたします。 

○中原輝明委員 その大口滞納者っていうのは、どのくらいな人が大口で、小さい人はどのくらいで、今後どん

なぐあいに想定していくの。 

○収納課長 収納課ですが、よろしくお願いいたします。大口滞納者っていうのは通常でいきますと、金額でい

きますと１００万円以上というふうに考えております。それと少ない方は、極端に言えば軽自動車の１，０００
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円からありますので、そういう流れでございます。 

○中原輝明委員 もう一度。ちょっと俺聞きたいのは、１００万円という人がどのくらいいて、５０万円がどの

くらい。どんなにして今あるの、滞納者は。具体的にちょっと話しろ、具体的に。 

○収納課長 今ですね、ちょっと資料がございませんので、後ほど報告させていただきますが、よろしいでしょ

うか。 

○中原輝明委員 なきゃしょうがないな。了解。 

○委員長 ほかにございますか。ありませんか。それでは、質疑を終了します。 

討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１号塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、全員一致

をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第２号 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

○委員長 議案第２号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、説明を求めま

す。 

○人事課長 それでは、議案関係資料１０ページ、次のページですけどお開きください。議案第２号塩尻市一般

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例でございます。 

 提案理由でございますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成２５年４月１３日から施行され

たことに伴いまして、必要な改正をするものでございます。 

 概要ですが、庁内で関連する次の３つの条例に規定されています災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保

護のための措置の実施のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員に対して支給する災害派遣手当に、

新たに新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を加えるものでございます。関係する条例としましては、一般職

の給与に関する条例、２つ目としまして企業職員の給与に関する条例、これは水道局が該当になりますが。３つ

目としまして、単純な労務に雇用される塩尻市職員の給与に関する条例、これは現業職が該当します。のそれぞ

れの給与に関する条例でございます。したがいまして、今回の対象になりますのは、本市の職員自身がもらう手

当ではありませんで、市内で人から人への感染が発生した段階で、後ほど議案第６号で御説明させていただきま

す対策本部が市に設置され、そこに他の国や他の地方公共団体から応援に来ていただいた、その皆さんを対象に

したものでございます。 

条例の施行につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 次の１１ページ、新旧対照表をお願いしたいと思います。ここで改正するものは第２条給与の種類ですが、従

来の災害派遣手当等の中に、今回の新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を追加するものでございます。 

 第３５条災害派遣手当の支給ですが、支給対象にも同じくこの関係で派遣された者を加えるものでございます。 
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 次の１２ページ、企業職員につきましても第２条給与の種類、第１３条の２、災害派遣手当のところに同様の

文字を追加するものでございますし、１３ページ、単純な労務に雇用される職員につきましても、給与の種類第

２条に、いわゆる現業職ですが、こちらにつきましても同様の文字を追加するものでございます。以上ですが、

よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆さんから質問はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、質疑を終了します。 

討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２号塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

ては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第３号 塩尻市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例 

○委員長 議案第３号塩尻市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例について、説明

を求めます。 

○財政課長 それでは、議案関係資料の１４、１５ページをお願いをいたします。議案第３号塩尻市税外収入金

の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例について、お願いをいたします。まず、税外収入金の内

容でございますけれども、これにつきましては、本条例の第２条で分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、

その他の歳入をいうということで定義をされているものでございます。 

 １番の提案理由でございますけれども、５月の臨時会で専決処分として報告をさせていただきましたけれども、

塩尻市税条例の一部を改正したことに伴いまして、必要な改正をお願いをするものでございます。 

 ２番の概要でございますが、市税の延滞金の特例措置にあわせまして、税外収入金の延滞金の割合を次のとお

り改めるものでございます。下に表がございます。１５ページの新旧対照表を表にまとめたものでありますので、

ごらんいただきたいというふうに思いますが、まず上段延滞期間、納期限の翌日から１月を経過する日以後、１

カ月後ということでございますが、改正前が１４．６％でございました。改正後につきましては、特例基準割合

に７．３％を加えた割合としております。この特例基準割合と申しますのは、国内銀行の貸出約定平均金利の前々

年１０月から前年９月における平均に、さらに１％を加算した割合というような長い説明で大変恐縮でございま

すが、具体的な割合で申しますと７．３％を加えますと９．３％ということになります。１４．６％が９．３％

ということでございます。 

次に下段、納期限の翌日から１月を経過する日まででございますが、これは改正前、特例基準割合に４％を加

えたものということでございまして、この中の括弧書きにございます基準割引率と言いますのは、いわゆる公定

歩合ということでございます。具体的な利率は４．３％ということでございます。改正後につきましては、上と
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同じ特例基準割合に１％を加えた割合ということでございますので、これが３％ということでございます。４．

３％から３％に低減されるというものでございます。 

条例の新旧対照表につきましては、ただいま表のほうで説明をさせていただきました。 

４番の施行日等につきましては、公布の日から施行し、平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞金につ

いて適用をするものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆さん、質問ありましたらお願いします。 

○副委員長 還付金の場合はですね、利率はどうなるか、ちょっとそこら辺、教えていただきたいと思いますが。 

○税務課長 還付金につきましてはですね、この表の下の部分に該当する部分もございますが、４．３％のとこ

ろがですね、２％の還付加算金ということになってまいります。平均貸出金利に１％を足したのが還付加算金の

利率ということになりますので、平均貸出金利が仮に１％だと仮定しますと、そこに１％を足して２％となりま

す。現状は、ここの部分は４．３％で行っております。以上です。 

○副委員長 ありがとうございました。 

○委員長 ほかには、ございますか。よろしいですか。それでは、質疑を終了します。 

 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第３号塩尻市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する

条例については、原案のとおり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３号塩尻市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条

例については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第４号 塩尻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例 

○委員長 議案第４号塩尻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。説明を求めます。 

○企画課長 それでは、議案関係資料の１６ページをお願いいたします。議案第４号塩尻市公の施設の指定管理

者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これにつきましては、昨年、制度を開始い

たしましてから６年が経過をいたしました。それを機にガイドラインの見直し作業を行ってまいりました。その

中で選定審査会の組織の見直しを行うことなどに伴いまして、必要な改正をするというものでございます。 

２の概要、大きく３点でございます。１つが、指定管理者の候補者の選定におきまして、公募の規定を設ける

というものでございます。２点目が、指定管理者となることのできない法人等を規定するもの。３点目が選定審

査会でございます。選定審査会の委員に識見を有する者を加えまして、その任期を２年として定めるものなどで

ございます。そして、公布の日から施行するものでございます。 

具体的には次のページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。右側が現行でございます。左側が改正

案でございます。左側改正案の第２条指定管理者の公募の規定を追加するものでございます。これまでを検証い

たしますと、ほとんどが公募せずに非公募でございました。第１項では、それを公募するものとするとしまして、
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公募が原則であることをこの条例の中に明記をいたします。これによりまして、新規参入の機会を広げることと

するものでございます。第２項につきましては、第２項の４行目から公募を行わないことについて合理的な理由

がある場合には、公募を行わないことができるといたしまして、特例を認めているものでございますけれども、

原則第１項のとおり公募でございまして、この非公募につきましては、限定的な適用になるものでございます。 

それでは、おめくりいただきまして１８ページ、第５条指定管理者になることができない法人等を定めるもの

でございまして、これは実は地方自治法の兼業禁止に準じた規定を設けるものでございます。本来指定管理者の

場合には、請負契約ではございませんので、地方自治法の兼業禁止には抵触いたしません。しかしながらですね、

請負と同様に公平公正に、これは行われるべきことは当然でございます。また、疑念を招かないためにも、この

地方自治法に準じた規定を設けるというものでございます。対象につきましては、議会の議員、それから市長、

副市長、それから市の委員会の委員が役員等になっております場合には、指定管理者になることができないとす

るものでございます。ただ市が２分の１以上出資している法人につきましては、除外されるというものでござい

ます。実は、現在塩尻・木曽地域地場産業振興センターがですね、ならかわ市場の指定管理者になっております

が、市の出資率が２３．３％でございまして、市長が理事長を務めておりますので、この今回の条例改正により

まして、指定管理者となれなくなります。したがいまして、経過措置を設ける必要がございますので、その経過

措置につきましては、後ほど御説明をさせていただきます。 

それでは、次のページ、１９ページでございます。右側の改正前の第１０条では、審査会の委員１０人以内と

この条例で規定しておりまして、組織につきましては規則で定めております。現行、副市長と部長による内部審

査組織として定めておりまして、それを左側の改正案の第１３条でございます。条例でその組織を定めるもので

ございまして、委員７人以内で組織をいたします。そして、委員の過半数は第１号に掲げるものでなければなら

ないといたしまして、１号委員は識見を有する者、外部委員でございます。２号委員は副市長及び当該公の施設

を所管する部長でございますので、内部からは２人でございます。したがって、外部委員を中心とした審査会に

いたしまして、公平性、透明性を確保したいというものでございます。 

それでは、おめくりいただだきまして２０ページにつきましては、今回の改正によりまして塩尻市特別職の職

員等の給与に関する条例の一部改正をするものでございまして、左側改正案の一番下、公の施設指定管理者選定

審査会の委員の報酬を定めるというものでございます。 

それから、次のページ、２１ページ、塩尻市児童館条例の一部改正、以下ずっと３４ページまででございます

が、３４ページまで２７件の条例につきましては、これは条ずれが生じたことによります改正でございます。 

それでは、恐れ入りますけれども議案の冊子をごらんいただきたいと思います。表紙に花の絵が描いてござい

ます。塩尻市議会６月定例会議案の冊子をごらんいただきたいと思います。議案冊子の議案第４号でございます。 

議案の冊子の議案第４号、この１ページにつきましては、ただいま申し上げました内容の改正文をお示しして

いるものでございます。おめくりいただきまして、２ページの附則の第２項の経過措置をごらんいただきたいと

思います。この条例の施行の際、現にこの条例によるとございまして、次の行の真ん中あたり、指定管理者の指

定を受けている法人、先ほど申し上げました地場産業振興センターが該当いたします。これにつきましては、当

該指定を受けている期間に限り、改正後の条例第５条の規定、つまり先ほどの兼業禁止の規定でございます、そ

の兼業禁止の規定は適用しないとするものでございます。ならかわ市場の指定期間につきましては平成２８年３
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月までとなっておりますので、それまでは兼業禁止の規定は適用しないということといたしまして、次の更新時

には検討をする必要があるというものでございます。指定管理者制度条例の改正につきましては以上でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それじゃ、委員の皆さんの質問がありましたら、お願いいたします。 

○山口恵子委員 こちらの関係資料のほうの１７ページの改正案の２の中で、合理的な理由がある場合は公募は

行わないというふうに書かれていますが、具体的などういった内容が考えられるのかをお聞きしたいと思います。 

○企画課長 このその他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合、その前に掲げてございますとお

り、この指定管理者制度の目的でございます。施設のサービスの向上、経費の縮減及び設置の目的を効果的かつ

効率的に達成する、これが制度の目的でございます。それが困難であると認められる場合ということにつきまし

て、この取り扱いにつきましては、今回ガイドラインの見直しの中で限定的にさせていただいております。１つ

には、特定の団体が保有する専門的なノウハウがどうしても必要と認められる場合。それからもう１つには、近

隣施設との一体的な管理運営によってですね、効率的、効果的な管理が図られると認められる場合。それから地

域と一体的になって地域づくりを目的とする施設で、地域づくりに寄与する施設である場合の特定された団体が

適当である場合。このように限定的にさせていただいておりますので、これまでよりは、非公募という取り扱い

については限定的に少なくなってくるという取り扱いとしているものでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 今と関連してですけども、その場合に非公募にしない場合については、それをどっかで表明する

場があるわけですか。今回のその件については公募しないよっていうことを、どのように市民には伝えるわけで

すか。 

○企画課長 流れの中では、想定されるのは更新時でございます。今の指定期間が切れて更新するときにはです

ね、公募をいたしませんので、公募するかしないかということについては、期間が切れた時点でどうするかを判

断いたします。それを庁内的に決定をいたします。その決定については、９月に指定の議決でございますので、

逆算しますと６月ころ公募か非公募かという公表をするということになります。 

○柴田博委員 それからもう１点ですけど、関連資料の１９ページの組織等のところですけれども、１３条のと

ころで７人の委員の中に公の施設を所管する部長が入ってるんですけど、これはその案件ごとに全部かわる場合

があるんですが、その場合にはいちいち条例を変えるわけですか。 

○企画課長 これにつきましては、担当部長がその施設の案件について審議するときに、その施設の特性ですと

かを承知している立場で審査に参加いたしますので、それが終わった時点で任が解かれて、改めて次の施設の担

当部長が委員として入るということでございます。ですから施設ごとに担当の部長がその任に当たって、その施

設の審査が終わった段階で任が解かれて、また新たな施設の審査をするときには、その担当部長が委員として職

に当たるということでございます。 

○柴田博委員 そうすると、例えば委員が７人であれば、ほかの６人とちょっと違う立場の委員という形になる

わけですけども、それは任期２年ということとは、どういう関係になるわけですか。 

○企画課長 任期については２年ということでございますけれども、これについては任を解いて、そしてその審

査の都度、また新たな任命をするということで、これは内部の取り扱いの中で職員については入れかわりになる
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ということでございます。 

○柴田博委員 この条例の中で、そういうことも含めてわかるようにしておいたほうがいいんじゃないんですか。

これだと委員が７人であれば、７人全部同じ立場の委員という形でしか読めないですよね。 

○企画課長 これについては、条例の解釈の中で、職員については取り扱わせていただきまして、委嘱をいたし

ます外部委員については、このとおり２年の任期をお願いしていくというふうにお願いしたいと思います。 

○柴田博委員 職員については、そういうふうにするっていうのは、それは中で決めりゃいいのかもしれないけ

ど、この条例上は、それで問題になることはないわけですか。 

○企画課長 内部職員については職務上の命令でその任に当たるということがございますので、そういう取り扱

いの中で対応させていただきたい。このそもそもの趣旨については、例えば外部委員の役割は財務的な視点から

ですね、経験をお持ちの方ですとか、経営の視点からノウハウをお持ちの方ですとかをお願いします。ただ内部

委員については、その施設の特性を十分理解をしていて、そういう視点から審査をする委員が必要だということ

で当てはめているものでございますので、これについては職務上の命令でその施設ごとに当たっていくというこ

とで対応したいということですので、よろしくお願いしたいと思います。 

○柴田博委員 条例上問題ないんであれば、いいと思いますが。 

 もう１点、公募の関係ですけれども、先ほどの説明の中で、これまでは公募しない場合のほうが多かったわけ

ですけど、今回こういう形で原則としては公募するという条文にして、特例もあるよっていう形にしてるわけで

すけど、実際の運用上は個々の場合によって違うんでしょうけれども、今までのやり方を変えていくという、そ

ういう方向なわけですか。それとも条例上はこうなってるけども、必要な場合には公募しないこともできるんで、

そういう方向を続けるのか、その辺についてはどうなんでしょう。 

○企画課長 そもそもが競争原理を導入してサービス向上したり、施設の経営の効率化を図るということが目的

でございますので、そういった観点からは入り口からですね、新規参入を閉ざすということはいかんという、そ

ういう今回のガイドラインの見直しの中で、このように公募原則を設けたものでございます。そういたしますと、

先ほども申しましたとおり、ある程度これは非公募というのはほとんどないと言いますか、限定的な扱いにして

いくのが、これ流れでございますし、そのような規定、趣旨で条例に明記するものでございますので、よほどの

合理的な理由がない限りはですね、公募が原則になってくるという扱いになろうかと思います。 

○委員長 ほかにございますか。 

○青柳充茂委員 柴田委員のにも関連するんですけどね、審査会について従来１０人だったものを７人にした理

由、何で減らしたのかっていう。何で７がいいのかっていう、そういうもしその根拠があれば。 

それと構成要員というか、１、２、３ありますよね、識見を有する者から。私、今の柴田委員の質問を聞いて

ると、答弁聞いてると、２と３っていうのは、両方は要らないんじゃないかと思うのね。３があれば２は要らな

いのではないかと。審査する側に何で担当の部長や副市長が入ってなきゃいけないのか。審査っていうのは要請

を出してきて、一定の手続きを踏んでこういう応募があったと、それを審査するときにあんまり市がいる必要は

ないんじゃないかな。事務局みたいなところでいるっていうのは、わかりますけれど。関連して、この資料でい

くと２０ページにある６，７００円の日額を払う中に、公の施設指定管理者選定審査会の委員って入っているわ

けですけれども、このときに副市長や所管部長にこういうものを払う必要があるのかっていう、そういう何かち
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ょっとやっぱり矛盾があるような気がしますけれど、ちょっとまとめて答えてください。 

○企画課長 まず１点目の従来１０人というのは、これは庁内の副市長と部長で組織することを想定して１０人

としておりました。今回見直す中で、いろんな各市、いろんなパターンがありますけれども、大体七、八人です

とかが多いパターンでございます。それから、内部委員２人おりますけれども、過半数は外部委員というような

位置づけにしますと、外部委員が５人で内部委員が２人、合わせて７人であれば、その過半数の規定もクリアで

きる。その辺も踏まえて７人以内で組織するというふうに規定をさせていただいております。 

それから１号委員、２号委員、３号委員おりまして、内部の職員ですとか要らないのではないかという御指摘

でございます。これについてはですね、公の施設の設置目的ですとか、期待される役割を当初から理解していて

ですね、それが採点に反映させることも必要であるというような考えの中から職員からの委員を加える。副市長

と担当部長を加えるということが適当ではないかという判断をいたしまして、このような提案をさせていただい

たものでございます。 

それから６，７００円の報酬につきましては、これは職員については休暇をとってこの会に出ているわけでは

ございませんので、支給対象外となるというものでございます。以上でございます。 

○青柳充茂委員 そしたら、さっきの柴田委員の話にもあったように、条例上でもうちょっと普通に読んでて、

ああそうだとわかるようにしておいたほうがよくないかって話にはなると思いますけどね。何かね、やっぱり審

査会っていうのは、どうしても市の内部の者は入ってる必要はないんじゃない。ある必要があるなって思うとき

は、この３号のその他市長が必要と認める者っていうのがあればいいんで、７人のうち４人が識見を有する者で

あれば、何て言うかな、審査会が独立して客観的に行われたものだっていうふうになるとは、なかなか言えない

っていうかね、もっと全部識見を有する者であってもいいくらいだっていう気がするんですけどね。どうですか

ね。 

○企画課長 いろいろこの制度がスタートしてから、いろんな自治体で試行錯誤しております。今回もこの外部

委員、内部委員、どのような構成になっているか、県内初め調査もしております。外部からの委員を入れてるの

が、県下では１２市で、内部職員だけでやってるのが、塩尻市含めて７市でございました。その辺でですね、外

部だけで構成をしてるというところについては、外部だけっていうところはございませんで、内部の委員がかか

わってその審査をする。審査の前段では、審査基準も設けます。その辺にもですね、かかわりながら、その施設

の特性に反映させていきたいということで加わっているという状況でございます。ちょっといろんな他市、いろ

いろ研究いたしまして、この程度の市のかかわりくらいは必要だろうという判断で、２人が庁内から入っている

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○青柳充茂委員 努力の方向性とかね、努力とかは非常によくわかるんですけどね、さっきの例えば６，７００

円みたいな話も、ちょっとそんなことはあり得ないと思うけど、条例でこう決まっているのに俺はもらってない

っていうようなことを、例えばですよ、そんな部長はいないと思うけどね、副市長もいないと思うけど、そうい

うことをもし言われた場合に、法律的にはだよ、純粋に法律的には払わなきゃいけないのか、それとも、いや、

条例をつくるときに、市の内部の副市長や部長には払わないものとするって口で言ったから、それでいいってい

う解釈で済んじゃうのかね。その辺、もうちょっと明確にしていただきたいと思うけど。 

○企画課長 常勤の職員の場合には、これについてはその会議に出席する際にですね、職務専念免除をしてない
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限り報酬を受け取ることはできませんので、これについては、明確に受け取ることはできないという取り扱いに

なります。 

○委員長 それは、そういうふうになってる、そういうふうになってるってことだね。 

○青柳充茂委員 俺の頭でもわけがわからないのに、いいです。 

○委員長 ほかにございますか。 

○森川雄三委員 これはあれですかね、指定管理者、何件になってるのか、現在。 

○企画課長 本年の４月現在でございます。４１件が指定管理者制度を導入してございます。 

○森川雄三委員 始めて６年目っていうようなことですけども、さっきのお話の中でもね、いわゆるサービスの

向上とか効率化というようなお話なんですが、その点はどうなんですか。そういうやっぱり一般的にとか、市の

内部から見てもそういうことになっているのか、一般的にもそういうように思われているのか。その点はどのよ

うに考えておられますか。 

○企画課長 従来まではですね、公共的な団体にしか、条例に定めて公な施設の管理はさせることができません

でした。それが、今回の指定管理者制度によってですね、民間企業の参入も含めた制度に変りました。したがい

まして、従来のような特定された公共的団体以外にもですね、例えば今の中では情報プラザですとか、こちらに

ついては、ＮＴＴ東日本が入っております。本当に民間企業に開放して民間企業のノウハウをもってですね、経

営をしていただいているという点ではですね、成果としては、この制度の目的についてはあらわれているという

ふうに理解をしております。 

○森川雄三委員 １点確認ですけど、先ほどの御説明で、ならかわ市場が平成２８年度までまだ契約があるとい

うようなお話で、あくまでも本体は本体、地場産センター、そして市場を平成２８年以降に指定管理者にすると、

こういうことで理解していいですか。 

○企画課長 今、ならかわ市場については、地場産センターが指定管理者になっております。 

○森川雄三委員 センター自身、そうか、センター自身。 

○企画課長 はい。それが、当面は経過措置がありますので、今までどおり地場産センターが指定管理者となっ

て継続してまいりますけれども、平成２８年３月で指定の期間が切れますので、そのときには、地場産センター

がこのままでは指定管理者として公募して手を挙げてきても、兼業禁止規定に抵触をいたしますので何らかの対

応が必要になると。その対応としてはですね、今、地場産センターの出資比率と、あと市長が理事長をやってい

るという点がございます。それで抵触いたしますので、この施設そのものをですね、市の公の施設として維持し

て、そのまま指定管理者に出して地場産センター以外の方に指定管理をしていただくのか、それか、この施設そ

のものを民間に移譲して、指定管理者という市の公の施設としてではなくてですね、この後の活用をしていくの

か、そういったような検討が必要になってくるということでございます。いずれにしても、今回は法律の中で兼

業禁止規定というのがある、それと類似した性格のものでございますので兼業禁止規定を設けたと。結果として、

そういたしますと地場産センターはそれに該当しますので、それについては、このままの状態であれば、ならか

わ市場の更新時には見直さざるを得ないということでございます。その見直しは民間に譲渡するなり、地場産セ

ンター以外の指定管理者を選定するなりといったような見直しになろうかと思います。以上でございます。 

○森川雄三委員 それじゃ、平成２８年以降もね、センターの指定管理者を公募した場合にですね、本当に民間
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が出てくるか、例えば、現在まだまだ県の借入金残というものも残ってる。その場面で、どうなんですか、それ

は大丈夫なんですか、それで。 

○副市長 今の地場産センターは地場産センターで建物を持って、土地、建物を持って、独自の事業を展開して

いるわけですね。これは市長は全然何にも関係ない、ただ２３％出資をしてるってだけの話ですよ、今の地場産

センターは。別にならかわ市場という公の施設がありまして、あれは楢川村で実はつくった施設、補助金をもら

ってつくった施設ですから、公の施設として村が当時運営をしてたわけです。それを村が運営をしてて、それを

塩尻市に引き継いだわけですけども、ああいう、いわゆる農産物直売施設を市で直接運営していることがいかが

なものかと。隣に地場産センターがあるんだったら、地場産センターに指定管理をして経営を任せたらどうかと、

こういう議論が出てまいりまして、今のところ地場産センターに指定管理者としてお願いをしてると、こういう

ことです。今回の条例が公布された際にですね、今言った兼業禁止の規定がございますので、平成２８年が来ま

して、この指定管理の契約が終わってしまいますと、地場産センターが今までどおり指定管理者としてなること

はできません。したがって、誰かが指定管理を受ける形で、それとも全く別な方法で公の施設としてなくすと。

そうじゃないよと、公の施設としてその必要性がなければ、譲渡をするなり違う運営方法にお願いしますと、こ

ういうことでございます。 

○森川雄三委員 ちょっと皆さんも違ってる場面もあると思うけどね。言いかえれば、要するにならかわ市場の

問題ですよね、これはあくまで。だで、ちょっとそこら辺のとこだけ皆さんも理解してもらわなきゃいけないと

思うけども。ならかわ市場が指定管理者を地場産センターが受けていると。だから、俺はそれを聞いたわけだよ

ね、だからどうもおかしいなと思った。理解できたで結構です、それじゃ。よろしくお願いします。 

○山口恵子委員 先ほど非公募の場合の施設は限定的だというお話がありまして、現在は４１件が指定管理され

ているわけですが、その限定的な施設、具体的に考えられているというのは、今、わかりますか。 

○企画課長 これはですね、個別に判断していくことになりますけれども、今の中で、例えばですね、先ほどガ

イドラインの中で申し上げました一体的な管理という視点で言えば、近隣、周辺を含めた一体的な管理という視

点で見ていきますと、例えばファームのですね、丘のレストランですとか、パン・ピザハウスですとか、ミルク

プラントございます。こういったのは信州ファームのほうに一体的な管理が合理的だというような判断ができま

すので、そういったものについては、恐らく非公募が該当してくるのかなと思っております。その他については、

個別に判断しながら決定をしていきたいと思っております。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○副議長 まとめて聞きます。今の関係で、今の皆さんの限定的な考え方とか合理的な理由っていうのは、恐ら

く皆さんは厳格に守ってやるんだろうと思うんですけど、人がかわればそれも変っていくわけですよね、そうし

たときに、そういったものをきちんと要綱か何かにまとめておく必要があると思いますが、その辺はどうかとい

うことが１点と、それから第５条の関係になりますけれども、区長も市の特別職に当たるわけですが、区長はこ

ういう対象になるのかということ。 

それからもう１つ、これは例えばの話ですけれども、ＮＰＯ法人の塩尻市体育協会、ここの理事っていうのは、

各地区会長があて職で出て来て構成されてると思うんですけれども、もし今後、体育協会を指定管理にするよう

な場合、そこにそういった該当する方が理事として入った場合どうなるのか、その辺教えてください。 
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○企画課長 まず１点目の明文化をして公募、非公募については取り扱っていくべきだろうという御指摘でござ

います。これにつきましては、ガイドラインのほうに限定的に記述をしまして取り扱っていくということでござ

いますので、ガイドラインで対応したいと。 

それから区長についてはどうかということでございますけれども、区長については、議案関係資料の１８ペー

ジの中の第５条第２項の中の委員には含まれません。第２項に市長、副市長、または法第１８０条の５第１項及

び第３号に規定する委員ということですので、これについては、監査委員ですとか、教育委員会ですとか、農業

委員会ですとか、そういう行政委員会でございます。区長については該当いたしませんので問題はないというこ

とでございますし、それからＮＰＯ法人の参入については、これは市からの出資関係ですとか、ここに列挙をい

たしました対象者が関与するというものではございませんので、これについては、参入については閉ざされるも

のではないというものでございます。 

○委員長 ほかにございますか。 

○青柳充茂委員 さっきの審査会の関係で要望しておきたいんですけども、１号、２号、３号とありますがね、

委員の種類に、これ全部最低それぞれの号から１人ずついなきゃいけないってわけではないと思いますので、ぜ

ひ実際の運用のときにはね、１の識見を有する人たちが全部と。過半数最低なんて書いてありますけれど、全部

そういう人たちにするというくらいなイメージでやっていただきたいってことを要望だけしておきたいと思いま

す。 

○委員長 ほかにございますか。ないですか。それでは、質疑を終了いたします。 

 討論を行います。 

○柴田博委員 指定管理者制度そのものについてですね、条例を今回のように変えるということそのものについ

ては反対するわけではありませんけれども、指定管理者制度ができるときにもいろいろ議論はしましたが、サー

ビスを受ける市民にとってですね、本当にいいような、市民のためになるような管理運営ができることが目的で

すので、私は一概に、例えば全部公募にして民間のノウハウを使ってっていうことが市民のためになるかどうか

っていうのは、時と場合によるというふうに思います。そういう意味で特例もあるんでいいわけですけれども、

私は今まで塩尻市がやってきた指定管理者制度ができてきてから公募をしないでやってきたっていうことは、市

民にとってはとってもいい方法だったなというふうに思っていますので、これがまるっきり変ってですね、識見

者が中心の、外部が中心の委員会になって、その辺のところを忘れられてですね、何て言うんですかね、収支だ

け、利害だけ、そういうものを中心に公の施設が管理運営されることがないようにですね、やっぱり市のほうと

しては十分考慮していただいてですね、市民のための施設だということを忘れないでやっていただきたいってい

う思いを述べさせていただいて賛成します。 

○委員長 ほかにございますか。 

ないようですので、議案第４号塩尻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条

例については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４号塩尻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正

する条例については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 
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○人事課長 先ほどの２０ページの内部委員の報酬の関係で、ちょっと御説明させていただいてもよろしいでし

ょうか。 

○委員長 はい。 

○人事課長 このページには、別表のみ記載されておりますけども、実はこの条例の中に第８条としまして、重

複給与の調整という項目がございます。よろしいでしょうか。 

○委員長 説明してください。 

○人事課長 これを説明します。常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、

その兼ねる特別職の職員として受ける給与は支給しないということが、第８条に明記してございますので、内部

職員については、この報酬を受け取らないというものになっておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長 今、そういうのがあるということで説明を受けました。 

それでは、１０分間休憩いたします。 

午前１１時２５分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時３４分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

○収納課長 先ほど中原委員から御質問いただきました国民健康保険税の大口者の人数でありますが、平成２３

年度決算時ではありますが９３人です。以上です。 

○委員長 大口っていうことだね。 

○収納課長 大口です。１００万円以上が９３人です。 

○委員長 ありがとうございました。 それじゃ、次に進ませていただきます。 

────────────────────────────────── 

議案第５号 塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例 

○委員長 議案第５号塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。

説明を求めます。 

○健康づくり課長 それでは、議案関係資料３５ページをお願いいたします。議案第５号塩尻市国民健康保険楢

川診療所条例の一部を改正する条例でございます。本件につきましては、本年２月８日の議員全員協議会に導入

の考え方として協議をお願いしたものでございます。 

 １の提案理由でございますけれども、施設運営の効率化及び利用者へのサービス向上を図るため、民間事業者

等の能力を活用する指定管理者制度を塩尻市国民健康保険楢川診療所の管理等に導入することに伴いまして、必

要な改正をお願いするものでございます。 

 ２の概要につきましては、楢川診療所を市長が指定する指定管理者に管理させることに伴い、指定管理者が行

う業務、利用料等を規定するものでございます。 

 ３番の新旧対照表でございますけれども、次ページ、３６ページをお願いをいたします。左の欄改正案を主に

説明いたしますけれども、趣旨につきましては、第１条として従来の国民健康保険法に加えまして、地方自治法

第１２４条の２第１項の規定ということで追加をいたしております。 
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第２条の設置でございますけれども、これにつきまして、名称、位置とございます。名称は変更ございません。

位置につきましては、現行では木曽平沢１４５１番地１３８となっておりました。この地番利用につきましては、

近接の小学校、それから体育館、保健センター等ございますけれども、ここの代表地番ということの住居表示を

使っておりました。合併前の平成６年に既に分合筆等をされておりまして、位置につきまして正式な地番設定、

管理するのに伴っての木曽平沢１４７５番地に修正をさせていただくものでございます。 

第３条の指定管理者による管理でございますけれども、これにつきましては、先ほども説明いたしましたけれ

ども、塩尻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、第４条第１項各号のいずれにも該当し、とい

うことでございますけれども、若干説明をいたしますけれども、第１項の各号につきましては、住民の平等利用

の確保並びに施設の効用を最大限に発揮、管理を安定して行う物的、人的能力を有する者ということの各号でご

ざいます、に該当し、かつ診療所を運営するための必要な能力、技術及び実績を有する指定管理者ということに

なっております。 

第４条では指定管理者が行う業務ということで、右の現行欄のところをまとめさせていただいた形になってお

りますけれども、（１）番から（３）番まで、診療及び健康の保持増進に関する業務、あるいは施設、設備等の維

持管理ということの設定でございます。 

第５条の休診日及び診療時間でございますけれども現行と変っておりません、原則的には。休診日につきまし

ては、日曜、土曜と祝日、並びにウの年末年始の間ということでございますけれども、これにつきましては、今

まではこういった例でございますけれども、実は月２回１日休診、あと２回を半日休診を実際とっております。

市長が認めるところというところでございますけれども、ここのところではその休診日をなくして、サービス向

上、医療科目を場合によっては、今、内科、外科をやっておりますけれども、他の科目等を補充しながら住民サ

ービス向上という形にもってまいりたいと思いますけれども、そういった内容の休診日及び診療時間でございま

す。 

めくっていただきまして３８ページになりますけれども、第６条の利用料でございます。これにつきましては、

利用料と言っておりますけれども、具体的には患者さんが支払う診察代等でございます。それを納入しなければ

ならないということを明記をさせていただきました。それから第２項では、利用料につきましては健康保険法の

規定によるもの、あるいは高齢者の医療の確保に関する法律による基準ということでございます。それから３項

でございますけれども、ここでは自動車損害賠償保険法ということで、主には交通災害等の損害賠償等々による

ものの規定を入れさせていただきました。それから４項ですか、往診を受ける際の利用料金でございますけれど

も（１）番と（２）番、１０キロメートル以下の場合は５００円、それを超える場合には１キロメートルごとに

２００円を加算ということでございます。これは従来、この後説明しますけれども、次のページで別表のところ

に書いておりましたけれども、使用料のほうに入っておりましたけれども、使用料ではなくて利用料に含めると

いう形で、この条項に追加をさせていただきました。 

それから７条の利用料の減免でございます。この７、８、９条につきましては、利用料を必要があると認めた

ときには、減免、あるいは免除という規定でございます。８条の別表につきましては、この後のページで説明を

いたします。 

それから１０条につきましては損害賠償、利用する者が施設に対して破損等なった場合には、補償しなければ



 21 

ならないということでございます。 

めくっていただきまして４０ページになります。先ほどの第８条関係の別表でございますけれども、右の現行

欄でございます。諸証明につきましては、これはおむつ等の証明というふうに解釈をしていただければと思いま

すけれども、この証明２，０００円のみ改定でも改正でも上げさせていただきました。その次の血液型判定料、

これは実際には現在ございません。あった場合には通常の診療の項目の中へということになります。それから先

ほどの往診車使用料、１０キロメートルと１０キロメートル以上ということでございまして、この自由診療は削

除させていただきましたけれども、これにつきましては、保険証忘れなどの保険適用外診療と、主に観光者など

が多いようでございますけれども、そういった場合の自由診療と。これも実際使用料ではなくて、診療報酬と利

用料の中に入れさせていただきました。 

３５ページに戻りますけれども、４番の条例の施行等でございますけれども、平成２６年４月１日から施行と

いうことでお願いするものでございます。説明は以上でございます。 

○委員長 それでは、委員の皆さん、質問ありましたらお願いいたします。 

○副委員長 １点教えていただきたいのはですね、指定管理者制度って全て任せるという考え方だと思いますが、

仮にですね、赤字になってしまったというようなことでこれ以上続けられないっていうようなときには、極端な

言い方ですが、それはどういう措置をされるのか、そこら辺の考え方をお聞かせください。 

○健康づくり課長 一応、多分委員さんのおっしゃるのは、指定管理料のほうにも入ってくるかと思うんですけ

れども、実際指定管理料につきましては、これからこれがお認めいただければ選定審査会で募集要項あるいは仕

様書等審査基準を決めていただいて、応募開始ということになりますけれども、応募のときに提出をされます事

業計画書並びに収支予算書を提出明示をしていただきます。その場で実際には指定管理者側と市と協議というこ

とで、各会計年度ごと協定書、協定書は基本協定というものと、毎年度行う年度協定とがございまして、そのと

きに協議をさせていただくんですけれども、実際には指定管理を行うときには、市のほうでは一般諸経費分相当

をみるとかですね、いわゆる市で払う分と指定管理者側が払う分というのを、今のところ現在案でございますけ

れども、そういったのを作成しておりますので、いわゆる楢川診療所は、今、経営的にも大分いい方向に来てお

りますので、赤字経営にならないような形で私ども考えておりますし、できるというふうに考えております。以

上です。 

○副委員長 そういうことを願うわけですけれども、そうすると１年会計でいくので、仮に赤くなってもそんな

に大きなあれではなければ、その中で処理されてくっていう。要は受けてる人が、指定管理者が処理するってい

うことになるわけですか。 

○健康づくり課長 おっしゃるとおりのところございますけれども、そもそも指定管理にするというところが、

要は、これは医療関係なもんですから企業という言葉はふさわしくありませんけど、企業努力の面も実はござい

まして、頑張っていただいてやっていただく。なおかつ、もしかすれば赤字になるかもしれないですけど、黒字

になるって場合がございます。また、楢川診療所、今、外科、内科の診療行為のみを行っておりますけれども、

このほかにですね、例えば往診であるとか、いわゆる健康相談であるとか、いろんな部分で膨らませてくってい

う可能性もございますし、あるいは、その先で言えば、行政側としてはあれですけれども、介護、あるいは訪問

してのリハビリ等々、膨らむ可能性が出てございますので、そういったところもあわせまして地域医療、楢川診
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療所を考えていただいての指定管理というような方向、構想を私ども持っておりますので、そういったところで

医療関係者においては、そういったところへ膨らませていただくような構想を持っております。 

○副委員長 まあ、いいや。 

○委員長 いいですか。 

○森川雄三委員 これが通りますとですね、今後のスケジュールというか、いわゆる手続き条例に従って進めら

れていくと思うわけなんですが、来年の４月１日からですよね。どんな形で進められていくのか、ちょっとその

点、わかる範囲で結構ですけど。 

○健康づくり課長 本議会でお認めいただければですね、この６月下旬にも先ほど話題になりました選定審査会、

この場で募集要項、仕様書等の審査基準を決めていただきます。そこが決めていただければ、６月下旬から１カ

月間の公募受け付けというふうに入ります。この受け付けをしたとほぼ同時に応募者への説明会、それから応募

者は施設の見学等を経まして、その後にプレゼン、提案説明会ですね、それをいただきまして、その審査会にお

いて候補者の決定をしていただきます。それをもって９月の議会に指定管理者の指定の議決という運びでござい

ます。後にそれ以降の議会において指定管理料等々お願いしまして、来年４月１日の導入予定という予定でござ

います。 

○森川雄三委員 今、公募期間というのはひと月という話なんだが、期間的に長いか短いか、ちょっと私も判断

つかないが、その点はどうなんですか。もう応募する方がある程度決まってるからひと月もありゃいいだろうと、

そんなことなのか、その点はどうですか。 

○健康づくり課長 ３０日以上というのは、いわゆるガイドラインに従って設定しております。応募者云々につ

きましてはこれからなもんですからお答えしませんけれども、そんなことでお願いいたします。 

○企画課長 期間につきましてちょっと補足をさせていただきます。今回のガイドラインの見直しでですね、公

募期間については３０日以上ということでございますけれども、それで十分かという議論もございました。した

がいまして、今回の６月議会にこの条例を提案をした時点でですね、この条例が成立した場合には、公募をしま

すという予告をしてございます。これについては５月の末に予告をしてございますので、準備期間については確

保をするということでございます。 

○森川雄三委員 これまでもね、地域で審議会初め、説明をいただいてはきております。そんな中で行政として

地域の皆さんに十分とは言えないまでもですね、理解を得たと、こういうように捉えていいですか。その点はい

かがでしょう。 

○健康づくり課長 今、委員さんの御質問の、いわゆる楢川地域審議会、これにつきましては、昨年の７月末か

ら３回の御提案、協議、１回は質問があったもんですから計４回の審議会への提案、御相談をさせてきていただ

いております。その中で御意見としましては、いわゆる無医地区、医者がいない地区と言いますけれども、無医

地区をしないために私どもも今後永続的に診療を、現施設を有効に活用しながら永続的にサービスを提供してい

くんだという話を申し上げまして、一定の御理解をいただいたというふうに判断をしております。 

○森川雄三委員 それとですね、意見として、指定管理者になってその運営状況といったものをいわゆる判定す

ると言いますかね、これで満足してるよとか、ちょっといろいろ意見あるよといったようなことが出せるような

組織と言いますか、いわゆる評価委員とでも言いますかね、そんなような組織をおつくりになるお考えはないで
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すか。 

○健康づくり課長 確かに地元の審議会でそういった御意見もいただきました。これにつきましては、指定管理

が実際にスタートいたしますと、その以降、市のほうでもモニタリングという、いわゆる評価的なものをさせて

いただきますけれども、実際にはその会議の中では運営委員会的な組織をというふうにおっしゃられましたけれ

ども、これにつきましては、ちょっと今後協議をまたさらに進めさせていただく上で、ちょっとこれ事務局案な

んですけれども、例えばですね、楢川診療所にかかっている患者さんの会と言いますか、友の会と言いますか、

そんなような組織的なものがもしできれば、逐次御相談したり、御意見を伺うというようなものを、ちょっと私

なりに、今、個人的な考えなんですけれども持っておりますので、そういったのもお伝えしながらというふうに

思います。以上です。 

○森川雄三委員 いずれにしてもですね、こういうように判断されて、もうそれに向かって進むという中であり

ますけれども、今、状況としては、大変先生も一生懸命やっていただいてですね、地域も信頼をしながら今の運

営がスムーズにいってることはもう間違いないわけですよね。これがかわりましてですね、もしおかしなことっ

ていうのはないと思いますけれども、そういったことがあったら大変ですよね。ぜひ、その点をお考えいただい

てですね、討論みたいになっちゃいけんけど、ぜひ、今申し上げた評価委員とは申しませんけどね、そこら辺を、

ちょっと意見の言える組織みたいなものをつくっていただければありがたいかなと、こんなふうに思いますんで、

ぜひそこら辺を御検討いただきたいと思います。要望しておきますので、よろしくお願いします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 公の施設を指定管理する場合に、これまでのほかの施設の条例だと指定管理を行わせることがで

きるっていうのと、指定管理を行わせるっていうのと両方あると思うんですが、今回は行わせるということで言

い切ってるわけですけど、その辺についてはなぜそういう形に。行わせることができるというふうには、するあ

れはなかったわけですか。 

○健康づくり課長 実は今、委員さんおっしゃるとおり、できるということだったんですけれども、私ども、そ

もそもこの指定管理を考えたときには、現行の医師、あるいは看護師、全国的な医師不足の中で、将来って言っ

ても近い将来的には確保は直営のままでは難しいと、医師の確保が難しいということからスタートしております

ので、ここは最善の方策として指定管理すると、していただいて今まで以上、今までどおり、今まで以上な医療

サービスを提供していくということに立っての条例というふうに御理解いただきたいと思います。 

○柴田博委員 今準備してるんでそんなことはないのかもしれないけど、もし公募しても応募がなかったような

場合にはどうされるわけですか。 

○健康づくり課長 現行のままの直営ということになりますので、また条例は改正させていただく形になると思

います。 

○柴田博委員 そういうことですね。 

○委員長 よろしいですか。 

○柴田博委員 それからもう１点ですけれども、今の状況の中でですね、医師用の住宅っていうのを市が保有し

てると思うんですけども、その住宅についてはどうされるおつもりでしょうか。 

○健康づくり課長 これはここで言ういわゆる公の施設というとこではないかと思いますけれども、いわゆる診
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療所と附属する建物ということで、この中には入っておりませんけれども、あわせて指定管理を行うという予定

をしております。 

○柴田博委員 ちょっと具体的に言うと、どういう扱いになるわけですか。 

○健康づくり課長 診療所と医師住宅を指定管理に出すということになります。 

○柴田博委員 今の医師住宅の使い方についても指定管理者が好きにやっていいよという、そういうこと。 

○健康づくり課長 そういうことでございますけれども、一応資産は市のものでございますので、軽微な修繕等

はお任せをするという形になろうかと思います。 

○柴田博委員 利用の方法としては、例えば指定管理を受けるところが、そこに派遣してくる医師を住まわせる

住宅に使うだろうという、そういうことでいいんです。 

○健康づくり課長 そのとおりでございます。 

○柴田博委員 じゃ、いいです。 

○山口恵子委員 先ほど、今後将来的な構想として、今、内科、外科以外にも診療科目が広がる可能性もありま

すし、地域医療のほうへ広がっていくというような可能性のお話をお聞きしましたが、市としての医療方針です

とか、そういったものを指定管理者の医療関係者にお示しをしていただく必要もあるのかなというふうに感じて

いますが、その点はいかがでしょうか。 

○健康づくり課長 市の方針につきましては、一応、募集要項あるいは仕様書の中でこういったのを描いている

んですよっていうことで、基本方針を示させていただきますので、今、委員さんがおっしゃったようなことにつ

いては、ある程度箇条書き的にお示しをして、相手から提案をさせるという形になろうかと思います。 

○山口恵子委員 そういった実際に医療とか診療を実施していく場合に、必要な医療器具ですとか、設備投資な

ど、やはり今、医学はどんどん進歩していって次から次といろいろ新しい機械ですとか設備がふえていきますの

で、その辺の購入経費ですとか、経営に関しては全て指定管理者側の責任の範疇で行われるのか。要望されれば

市のほうも多少経費、医療器具に対しての経費の負担があるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○健康づくり課長 現行の診療所につきましては、いわゆる高額医療という、例えばＣＴ装置なんかの場合は数

億円するっていうものがございますけれども、大分経年劣化等で更新あるいは修理が必要になってくる可能性も

ございます。そういった部分につきましては、基本的には市と管理者側との協議になっておりますけれども、市

としていわゆる医療機械を購入する場合は、補助金等を受けれる場合がございますので、そういった部分につい

ては市のほうで積極的に購入をして無償貸与ということになるかと思います。 

○山口恵子委員 もう１点確認をしたいんですが、直営になることと指定管理者になるっていうことで、災害時

とか、有事の場合の協力体制とか、市との関係性が変わるのかどうか。直営と同じような状況が保てるのかどう

か、その辺確認をさせていただきたいと思います。 

○健康づくり課長 その辺も募集要項、仕様書の中で災害時の対応、地域のそういう拠点としての対応というこ

とでうたわせていただく方向でございます。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

○中原輝明委員 今、こうやって聞いてると厳しい説明だか、答弁してるが大変だと思う。御苦労さまだ、それ

は。それ１点だけ。 
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それで聞きたいのは、この後の経過さ。これからどういう方向で、６月に公募してひと月、そして決定するの

はいつごろするの。それ、全部できてるでしょ、もう。決定するのはいつごろするの。 

○健康づくり課長 先ほども若干説明したかと思いますけれども、選定審査会のほうでこの下旬あたりから１カ

月間公募をしまして、応募されてきた人について選定審査会でおおむね８月に候補者を決定します。候補者なも

んですから、それをもって議会に御提案申し上げて議決をしていただくという形でございます。 

○中原輝明委員 そんなことは順序だが、いつごろだって言えばそれで終わりだで。８月に決定するとかさ、そ

れだけで終わるだ。俺は、それ以上は聞きたかないだ。俺の聞いているのは、いつごろ決定するかって聞いたら、

経過の必要はないだわ。８月の末には決定します、それでいいじゃん。今の言われたことはもうわかってるだ、

百も。言った質問に答えてくれりゃいいだ、俺は。 

○委員長 いいですか。 

○中原輝明委員 いい、それだけで。 

○委員長 ほかにございますか。ありませんか。それでは、質疑を終了します。 

 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第５号塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５号塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例については、

全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

 それでは、これで休憩に入りまして、午後１時５分から。今度は申しわけないですが、請願と陳情で説明員が

来るようになっておりますので、途中挟みますけれども、そこから午後は始めさせていただきます。午後１時５

分からでございます。よろしくお願いします。それまで休会といたします。 

午後０時００分 休憩 

――――――――――― 

午後１時０３分 再開 

○委員長 それでは、時間少し早いですが、全員おそろいですので、休憩を解いて再開をいたします。 

 午前中にも申し上げましたように、まだ議案は残っておりますけれども説明者の方がおいでになるということ

で、請願、陳情のほうを先に審査させていただきますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。請

願、陳情が当委員会にそれぞれ１件ずつ回付されておりますので、最初に請願を審査いたします。 

────────────────────────────────── 

請願６月第２号 長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する請願 

○委員長 請願６月第２号長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する請願について審査いたします。

事前に文書表が配付されていますので、朗読を省きたいがよろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 説明者がおりますので、説明者から説明をお願いをしたいと思います。 
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○請願紹介議員 それでは、お時間をいただきました請願６月第２号長野地方裁判所支部における労働審判の開

設に関する請願について御説明をさせていただきたいと思います。本日は、議会基本条例第７条の４項に基づき

まして請願者を代表して、今回塩尻市に弁護士事務所を開設いたしました小林毅弁護士がいらしておりますので、

小林毅弁護士より趣旨の説明をさせていただきます。お願いします。 

○委員長 それじゃ、小林弁護士、お願いいたします。 

○請願説明員 先ほど御紹介をいただきました長野県弁護士会の弁護士の小林毅と申します。このたびは、こう

いったお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。私のほうから今回請願を出しました長野県弁

護士会を代表いたしまして、私のほうから今回の請願について御説明をさせていただきます。本日は、配付資料

ということでＡ４の１枚紙とパンフレットを事前に配付させていただきましたので、それをごらんになりながら

今回の説明をお聞きいただければというふうに思います。 

 それでは説明をいたしますが、Ａ４紙を、１枚紙をごらんいただきまして、今回、支部における労働審判の開

設についてということで長野県弁護士会の地域司法計画推進委員会という委員会がございまして、そこの委員長

の齋藤泰史名で署名がございますが、まず長野県弁護士会は、昨年の６月２３日の弁護士会の総会において、地

域司法の充実を求める総会決議というものを行いまして、真の意味で住民にとってより利用しやすく、わかりや

すく、頼りがいのある司法となるよう活動をしておりまして、この決議におきまして、長野県において裁判官や

検察官の増員等を求めて決議を採択をいたしました。そして、その決議内におきまして、とりわけ長野地方裁判

所松本支部において、早急に労働審判手続きの取り扱いを開始するということも決議の中で求めております。 

そこで、労働審判というものについて少し御説明をさせていただきますが、パンフレットの見開きですぐのと

ころに図がございますけれども、こういったものが労働審判でして、労働審判というものは解雇であるとか、給

料の未払いといった事業主と個々の労働者との間に労働に関するトラブルがあったものを迅速、適正かつ実効的

に解決することを目的として地方裁判所で実施される手続きで、平成１８年から制度として導入をされました。

この手続き、パンフレットの図にもございますが、３回の期日で事件の解決を図るということで、一般の訴訟で

すと期日が３回という決まりがありませんので、場合によってはどんどん先延び先延びになって、解決が延びて

しまうということはあるんですが、ここで３回と決まっておりますので、迅速、そして適切な、図にもあります

けれど、労働審判の審判員の中に専門の労働審判員という労働関係にかかわっている方が加わりますので、そこ

で一般の裁判官に加わって、そういった専門家が加わるということで、また適切な解決も図れるという制度にな

っております。それで平成１８年に労働審判という手続きが導入されましてから、全国的に事件数が急増してい

るという状況であります。 

長野県における労働審判の現状といたしましては、現在、これがまさに今回の請願の肝なんですけれど、長野

地方裁判所の本庁、つまり長野市の裁判所のみで申し立てができるという状況でして、例えば、松本であるとか、

伊那、飯田では、労働審判の申し立て自体をすることができません。そうしますともちろん、木曽の方であれば

松本まで行かなきゃいけないわけですが、木曽であるとか伊那、松本に行くことでさえかなわず長野まで行かな

きゃいけないんですけれども、木曽や伊那、飯田の方々が労働審判の手続きをするためにわざわざ長野まで行か

なければならないということになっております。それで木曽や中南信の方の労働事件がそれほど数が多くないん

であれば長野でということもあるんでしょうが、それで、Ａ４紙の真ん中ら辺に件数が載ってますけれども、東
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北信と中南信において、労働局の統計における労働事件に関する件数というものは、中南信と東北信でそれほど

変わっていないということですから、そうしますと、それで労働審判の実際の数というところなんですけど、こ

れパンフレットの６ページ目の真ん中ら辺の②と書いてあるところの枠のところに書いてあるんですが、労働審

判、じゃ実際どうなのかというと、平成２２年であれば３６件中東北信が２７件なのに対して中南信は９件、平

成２３年は、総申立数が２６件中東北信が１４件に対し中南信は１２件と。中南信のほうの数が少ないと。先ほ

どごらんいただいたように労働紛争の数はそれほど変わらない、場合によっては中南信のほうが数が多いのに、

労働審判の数は中南信が少ないということは、こういった先ほど申し上げたような距離的な事情等があって断念

をされている方というものが多くおられるということが推測されるわけです。そこで、まず、とりわけ中南信の

方の便宜を図るべく、長野地方裁判所の松本支部において労働審判を扱ってもらうということが早急に必要だと

いうことになりまして、弁護士会としてもそういったことで裁判所に働きかけをしているとこでございます。し

かしながら、やはり弁護士が言うよりも地元の方から声が上がるということが、やはり裁判所を動かす大きな鍵

になるかというふうに思いますので、ぜひとも貴議会におかれまして御協力をいただきまして、今回の請願につ

いて採択をいただき、意見書の提出をさせていただきたいと、こういうふうに考えております。よろしくお願い

いたします。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、質問、意見ありましたら、お願いします。ありませんか。 

○青柳充茂委員 請願の趣旨等については、全く理解よくできるんですね。できるんですが、なぜ、この労働審

判制度が導入されてから何年、７年くらいですか。８年目くらいですか。当然、支部で受け付けられるようにな

ってもいいと思うにもかかわらず、それができなかった理由っていうのは、どういうところにあるというふうに

弁護士会のほうではお考えかということを教えていただけますか。 

○請願説明員 弁護士会のほうで働きかけをしておりまして、それに対する裁判所の回答としてあるのは、裁判

官の数が足りないということで、そうすれば、じゃ裁判官をふやしてほしいと言いますと、予算がないからと。

毎回そのパターンになっていまして、ただほかの場所でも労働審判をやってる支部というもの自体数が少ないん

ですが、特に長野県というのは、県では広いという事情がありますので、やはりそういった、あと事件数が長野

県は少ないのでというふうに言われるんですが、事件数よりも長野県は数だけではない、先ほど距離的な、時間

的な問題等もありますので、そういった働きかけをするんですが、裁判所としてはいつも裁判官不足、予算不足

を理由に積極姿勢を示さないというのが現状です。 

○青柳充茂委員 ありがとうございました。あともう１つは、市民的に見ればね、民主党政権下のほうが、こう

いうのもっと積極的にやられたらよかったんじゃないかなって気がするんだけど、今、むしろ自公政権下になっ

てやりやすくなったと思うか、どんなふうな、今、見てらっしゃるのか。とにかく勢いをつけてやっちゃわない

とできないと思うんですね。だから本当の原因っていうのは何なのかっていうのを見きわめて、ここは、せっか

くやるんであれば、ばーっと一気呵成やっちゃわなきゃいけない。そのためにはどうしたらいいかってことなん

ですけれど、ちょっと見通しを。 

○請願説明員 そうです、そういう政権の交代っていうところはあれなんですが、何とも言い方が悪いんですが。

ちょうどやはり時期的な、これまでも弁護士会のほうでは少しずつ活動をして、ちょうど活動の盛り上がりの時

期がたまたま政権交代の時期に重なってしまったという部分があって、特に何か政権の、ある意味そういう意味
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が、そういう点では弁護士会の下手なところもあるのかもしれないんですが、そういった政権の動きとは関係な

くやってきたところがありまして、そこで今の時期という部分はあるかと思うんですけれども。確かに今、政権、

ちょうど法務大臣が谷垣大臣で弁護士資格を持っていたり、自民党にも弁護士資格をお持ちの議員の方多くおら

れて、そういったところを中心に働きかけをしていって国の政策につなげていきたいというところもあります。

ただ労働審判の問題は、もちろん予算面ではやはり最高裁判所から財務省への働きかけというのはあるんでしょ

うけど、基本的に労働審判をどこでやるかというのは、最高裁判所の下にある裁判官会議というか、そもそも裁

判官内で決めれる話なので、そこが非常に三権分立の司法と行政の対立というか、関係があって、なかなか直接

政治に働きかけてすぐにっていうところにはいかない難しさはあるんですけれど、ただ予算の部分という意味で

は、財務省がどう意向を示すかっていうのは、非常に最高裁が強い関心を持っているようなので、そこら辺をル

ートというかきっかけにして進めていくというのは、考えているところではあります。 

○青柳充茂委員 ありがとうございました。今、御存じのとおり法務副大臣がちょうど地元の出身の代議士でも

あるしね、その方財務省の出身でもあるし、チャンスだと思いますんで、ぜひ頑張ってください。私たちも応援

できることは、いっぱいしたいと。ありがとうございました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○柴田博委員 松本支部でも受け付けができるようにするっていうことは、長野の地方裁判所だけで判断できる

問題ではないという、国がそういうふうにいいよって言わないとだめだっていう、そういうことなわけですか。 

○請願説明員 そうです。基本的には、裁判所の会議で決めなきゃいけないということが。ただ所長の裁量でっ

ていうことなんですが、さすがに所長１名の、組織なので、というわけにはいかず、裁判所会議等で検討すると

いうようになっているようです。 

○柴田博委員 そうしますと今、ほかの県でも地方裁判所の本庁だけで受け付けてるということなのか、それと

も、ほかでは支部でも受け付けてるところもあるのかどうか、その辺についてはおわかりに。 

○請願説明員 現在支部で取り扱っているのは、福岡の小倉支部と東京の立川支部なんですが、立川は明らかに

人口規模が大きいのでということと、あと小倉は事件数が多いのでということで、現在２つの支部で実施をして

いるということです。 

○委員長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは質疑を終了し、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、請願６月第２号長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する請願につい

ては、認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する請願については、全員一致を

もって採択されました。 

それでは、意見書（案）が出されているということでございますので、お配りいただけますか。 

 それでは、事務局のほうであれかね。朗読してもらったほうがいいかな。 

○議会事務局庶務係長 意見書（案）につきまして、お手元に今配らせていただきましたので、事務局のほうで
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朗読させていただきます。 

長野地方裁判所支部における労働審判の開設を求める意見書（案）。宛先につきましては、最高裁判所、衆議院

議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣宛てという形で提出されております。 

地方自治法第９９条の規定により下記のとおり意見書を提出します。 

社会経済情勢の悪化に伴い、労働紛争が増加している。この紛争を簡易かつ迅速に、裁判所において解決する

制度として、平成１８年から労働審判手続きがはじまった。労働審判手続きの導入以来、全国的に申立件数は急

速に増加しており、労働審判手続きによる労働問題解決の必要性が高まっている。 

しかしながら、長野県内においては、労働審判を取り扱っている裁判所は長野地方裁判所本庁のみである。労

働審判手続きの対象である事業主と労働者との間の紛争は、県内各地で等しく存在するものであるが、特に中南

信地域の住民が労働審判の申立を行うためには、長野市までの交通費や移動時間の負担を強いられることから申

立をあきらめてしまっていることが推測される。国民に対する司法サービスの提供については、本庁地域と支部

地域との間で差があってはならないのであり、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、裁判所支部にお

いて取り扱うことができる事件を拡大することが必要である。よって、国においては地域における司法の充実を

図るため、長野地方裁判所各支部において労働審判手続きの扱いを可能とすること、とりわけ長野地方裁判所松

本支部においては早急に労働審判の取り扱いを可能とすること、そのために必要な裁判官及び裁判所職員の増員、

物的施設の整備を行うことを強く求める、という意見書（案）です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それじゃ、このような意見書を出したいということですが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、異議なしと認め、そのように決定をいたしたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

○請願説明員 ありがとうございました。 

────────────────────────────────── 

陳情６月第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情 

○委員長 それでは、続きまして、陳情６月第１号地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情ということ

で出されておりますので、これも事前に配付はしてございますので読みませんが、説明者が来ておりますので、

大村説明員から説明を最初に求めたいと思います。お願いします。 

○陳情説明員 本日は、このような説明の場を頂戴いたしましてありがとうございます。私は塩尻地区労働組合

会議の構成団体の１つであります自治労長野県本部で中央執行委員をしております大村一と申します。よろしく

お願いいたします。本日は地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情につきまして、趣旨説明をさせてい

ただきます。 

政府はですね、２０１３年度、本年度の地方財政計画の中で大幅な減額、地方自治体の自主財源である地方交

付税をですね、大幅に減額したということがございます。このことはですね、陳情書にも書いてありますとおり、

地方交付税法第１条の規定、この中には地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、またその財

源の均衡化を図るということが明記され、地方交付税の交付の基準の設定をですね、地方行政の計画的な運営を

保障することというふうに明記しております。これがいわゆる地方自治の本旨の実現に資するということが法律
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のほうで規定されております。そういった中、これまで国が策定しております地方財政計画の規模は、２００１

年からこの２０１３年までの間に７．４兆円圧縮がされております。それにあわせて、地方交付税の各自治体へ

の配分、自治体にとっての歳入はですね、地方財政計画の中では減少傾向となっております。反対にですね、地

方財政計画の中で一般行政経費、歳出としてはですね、同じく２００１年から２０１３年まで１１兆円ふえてい

ると。それだけ地方財政、地方自治体が担う地方行政サービスというものが増大しているというふうに国は判断

している中、先ほど申し上げたとおり地方財政計画の中で財政規模は７．４兆円減らされているという現状がご

ざいます。 

こういった中ですね、増大する公共サービスをこれからも維持していくためには、必要な歳入が必要であると。

そのためには国が責任を持って地方交付税をきちんと地方へ配分する必要があるというのが、本日申し上げてい

る意見書採択の中身でございます。今後もですね、２０１４年度の地方財政は、財務省を中心として圧縮になる

動きがですね、懸念されてるところでございます。地方財政計画、地方交付税の総額の決定に当たっては、国が

一方的に決めるのではなく、国と地方の協議の場におきまして十分な協議のもと、地方の求めるものにあわせた

ものでなければならないというふうに私ども考えております。本日は、地方公務員という立場ではなく、地方で

働く人間の一人としてですね、皆様に御説明をさせていただきました。本日の私の説明した趣旨を御理解いただ

き、採択となりますようにお願い申し上げます。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、委員の皆さんから質疑を受けたいと思います。ありますか。 

○柴田博委員 質疑ではありませんけれども、意見書（案）が出てるようですので、できたらそれを先に見せて

いただきたいんですけど。 

○委員長 意見書（案）、それじゃ、お配りいただけますか。 

これも事務局で、ちょっといいですか、朗読も。 

○議会事務局庶務係長 それでは、地方財政の充実・強化を求める意見書（案）ということでいただいておりま

すので、朗読させていただきます。宛先につきましては、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、

経済財政政策担当大臣、経済産業大臣に宛先ということになっております。 

意見書（案）を読ませていただきます。 

２０１３年度の地方財政計画において、政府は国の政策目的の実現のために、地方公務員の臨時給与減額に係

る地方交付税減額を推し進めました。このことは、地方財政制度の根幹を揺るがすものであり、憲法が保障する

地方自治の本旨からみて、容認できるものではありません。 

地方交付税は地方の固有財源であり、地方交付税法第１条に規定する地方団体の独立性の強化、地方行政の計

画的な運営に資するものでなければなりません。この法の目的を実現するため、地方財政計画・地方交付税につ

いては、国の政策方針のもとに一方的に決するべきではなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり

方や総額について決定する必要があります。 

さらに、被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など地方自治体が担う役割は増大して

おり、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税総額を確保する必要があります。 

以上のことから、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、２０１４年度の

地方財政計画、地方交付税総額の拡大に向けて、政府に次のとおり対策を求めます。 
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１．地方財政計画、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく、国

と地方の協議の場で十分な協議のもと決定すること。 

２．社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地域の財

政需要に見合う地方財政計画、地方交付税総額の拡大を図ること。 

３．被災自治体の復興に要する地方負担分については、国の責任において通常の予算とは別枠として確保するこ

と。特に被災自治体の深刻な人材確保に対応するため、震災復興特別交付税を確保すること。 

４．地方公務員給与費の臨時給与削減により減額した給与関係経費等に係る財源については、完全に復元するこ

と。また、地方公務員給与費に係る地方財政計画、地方交付税の算定については、国の政策方針に基づき一方的

に算定方法を決定するのではなく、地方自治体との協議、合意のもとで算定のあり方を検討すること。 

５．地域の防災・減災に係る必要な財源は、通常の予算とは別枠で確保するとともに、地方交付税などの一般財

源と地方債などの特定財源の振りかえは厳に慎むこと。 

６．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村

合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について対策を講じること。以上です。 

○委員長 それでは、質問、意見ありましたらお願いします。よろしいですか。 

○森川雄三委員 この他市の状況は、どうだい。どうなってる。 

○議会事務局庶務係長 この陳情に関しましては、他市では請願で取り扱われているところ、陳情で取り扱われ

るところございますけれども、受理が９市、そのうち採択が５市です。請願で受理されて採択されたところにつ

きましては、昨年の９月になりますけれども長野市、松本市が採択、それから飯田市は本年５月の受理で審査予

定という形になっておりまして、小諸市は採択、それから飯山市も採択、中野市が採択という形になっておりま

す。以上です。 

○委員長 ほかに質問、意見ございますか。よろしいですか。それでは、質疑を終了します。 

討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、陳情６月第１号地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情については、認

めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情については、全員一致をもって採

択されました。 

それでは、以上で請願、陳情については終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 別に意見書もいいですよね。もし、少し変えるようなところがありましたら、委員長、副委員長にお任せ願い

たいと思いますが。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 よろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────── 

議案第６号 塩尻市新型インフルエンザ等対策本部条例 
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○委員長 それでは、午前中に引き続きまして議案のほうへ戻らせていただきまして、議案第６号塩尻市新型イ

ンフルエンザ等対策本部条例についてを議題といたします。説明を求めます。 

○健康づくり課長 議案関係資料４１ページをお願いいたします。議案第６号塩尻市新型インフルエンザ等対策

本部条例でございます。 

まず、この新型インフルエンザの定義について若干説明申し上げたいと思います。本年３月から中国で発生し

ておりますＨ７Ｎ９の鳥インフルエンザでございます。これは鳥から鳥、あるいは鳥から人へと感染をしまして

鳥インフルエンザとなっておりますけれども、この人へ感染したものが変異をいたしまして人から人へ感染する

ものが、新型インフルエンザという定義になっております。それから新型インフルエンザ等とございますけれど

も、この等はその時点で未知なもの、かかりますと非常に重篤な感染になるということの新感染症と呼ばれるも

のが、等でございます。ということで、新型インフルエンザ等対策本部条例という御提案でございます。 

まず１番の提案理由でございます。新型インフルエンザ等対策特別措置法、これが本年、平成２５年４月１３

日に施行をされました。これに伴いまして、塩尻市新型インフルエンザ等対策本部について、新たな条例の制定

をお願いするものでございます。 

２番の概要でございます。新型インフルエンザ等の発生に際し、その対策を的確かつ迅速に実施するために設

置する塩尻市新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営について、必要な事項を定めるというものでござい

ます。 

条文につきましては、恐れ入ります議案のほう９枚目くらいになりますか、議案第６号をごらんいただきたい

と思います。 

まず趣旨第１条でございますけれども、今申し上げましたけれども、この条例は新型インフルエンザ等対策特

別措置法、この措置法におきましては、国全体の中での体制整備としまして行動計画の作成、あるいは対策本部

の設置、あるいは先行的事業の従事者、社会機能維持事業者も含めましての予防接種等々でございまして、また

内容につきましては、発生時の措置ということでございまして、外出の自粛要請、あるいはイベント等の開催の

制限要請、指示、ほかには住民に対する予防接種、あと医療提供体制の確保、これは臨時の医療機関も含めるも

のでございますけれども、それと埋・火葬の特例等が特別措置法の内容でございます。この法の中の第３７条に

おいての流用する法第２６条の規定に基づきまして、塩尻市新型インフルエンザ等対策本部に関しての必要な事

項を定めるというものでございます。 

組織でございますけれども第２条、この組織につきましては、実は現在、本市におきましては災害対策基本法

に基づきます塩尻市災害対策本部条例がございます。このインフルエンザ等の対策本部につきましては、この災

害対策本部条例に名称をもう１つ加えましての同様の組織での本部の立ち上げの条例という形になります。第２

条では、この対策本部長は対策本部の組織を総括するということになっておりますし、第２項では、この対策副

本部長は、本部長を補佐するものということでございます。 

それから主なものは、第３条の会議でございますけれども、この本部長につきましては先ほども出ておりまし

たけれども、円滑に行うために必要に応じて対策本部の会議を招集するということで、２項の中では、国の職員、

またその他の市の職員以外の者も会議に出席できるということでございます。 

また第４条では、（部）としまして、必要に応じて対策本部に部を置くことができるということで、それらにつ
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きましては本部長が指名するというものでございます。 

なお、補則としまして５条で、他に必要なものについては本部長が定める。また附則として、公布の日から施

行するということの内容でございます。以上説明でございます。よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、委員の皆さんから質疑がありましたらお願いいたします。いいですかね。よろしいですか。 

それでは、質疑を終了します。 

討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第６号塩尻市新型インフルエンザ等対策本部条例について、原案のとおり認

めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第６号塩尻市新型インフルエンザ等対策本部条例については、全員一致をもっ

て可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第１４号 公平委員会委員の選任について 

○委員長 議案第１４号公平委員会委員の選任についてを議題といたします。説明を求めます。 

○人事課長 それでは、議案関係資料５７ページをお願いします。議案第１４号公平委員会委員の選任について

お願いします。提案理由でございます。公平委員会委員の選任につきまして、地方公務員法第９条の２第２項の

規定により、議会の同意を求めるものです。 

 概要につきましては、委員３人のうち、小野仁志氏が平成２５年６月３０日をもって任期満了となることに伴

い、新たに北川直樹氏を適任者と認め、選任しようとするものでございます。略歴等につきましては、次の５８

ページに掲載させていただいておりますのでごらんください。以上です。 

○委員長 それでは、委員の皆さんから質疑を受けます。 

○中原輝明委員 ちょっと基本的なことだけども、こういう公的な委員を選出するときに、誰がどこでどうやっ

て選出するの。基準か何かあるの。ただ出て来たのを俺たちが納得するだけじゃなくてさ。どこで、どうやって、

どういう人物がいいか、いけないかって。公平委員に匹敵してるか、してないかって。その経過は、どこで誰が

どうやって決定するのか。これはね、ちょっともう少ししゃべらすと、いろいろ人から人へ話を聞くと、なぜあ

の人がなったかなんていうことも聞こえるだよ。公平に選択してるか、いないかってことが基本だ、これは。 

○総務部長 こうした委員の選任につきましては、１つとすれば審議会の委員とか、計画書を策定する委員等に

ついては公募という方法もあるかもしれませんが、今回のこの１４号と次の１５号にも言えることでありますけ

れども、一応、任期を踏まえて人事サイドとかですね、あるいは理事者、それと必要に応じては、その選任に当

たって男女比とかですね、あるいは市内の地区別的な配慮とか、あるいは年齢的な配慮っていうのが必要になっ

てきますんで、そういう関係を勘案する中でですね、今申し上げたとおり、それぞれの推薦できる方がいれば推

薦をしていただいて、その中で審査をしながら、審査と言いますか内容を精査させていただきながら決めていく

ということではございまして、はっきりその規定があるわけではございませんので、いつ幾日に会議を持ってこ

ういう方を推薦して決めたという経過はございませんが、過程の中では今申し上げたこと等について配慮しなが
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ら選任をさせていただく。最終的には副市長、理事者、市長の承認を得てですね、話を進めさせていただくと、

こういうことになっております。 

○中原輝明委員 納得したような、しないようなもんだけども、これはなかなか難しいことで、誰が選択しても

異議はあると思う。だで、なるべくあんまりないような選出方法をしていただきたいということだけ要望して終

わり。 

○委員長 ほかにございますか。  

 私のほうから、公平委員ってのは職員の苦情とか、そういうものの申し立てに対してっていうことだと思いま

すが、職員からの苦情の申し立てみたいなのはどのくらい年間あって、それに対して公平委員会ってものを開く

と思うんですが、その辺の内容について、わかればお聞きしたいと思います。 

○監査委員事務局長 実務面の御質問ですので私のほうからお答えさせていただきますが、公平委員会自体は職

員の勤務条件に関する措置要求ですとか、不利益処分に対する審査を行うことになっていますが、具体的にはこ

れらに関するものは詳細なデータを持ってないもんですから、過去１０年は、これに関する審査、不服申し立て

はございません。毎年毎年公平委員会を開いてますが、まず登録団体というのがありまして、その職員と称する

者は、今、塩尻市には２つ登録団体がございまして、１つは塩尻市職員労働組合、もう１つは長野県教職員労働

組合松塩筑支部塩尻単位組合というのが登録になってます。そこに所属する職員に関する措置要求ですとか、苦

情申し立てをやることになっておりまして、現在、登録事項というのがありまして、その役員ですとか、そうい

うのも毎年毎年変わるもんですから、登録事項を認めるか認めないかということで最低年に２回、それぞれが出

て来ますので、そういった形で会議を開催しております。以上です。 

○委員長 ほとんど不満がないのか、これを利用しづらいのかっていうのは、どんなふうに把握してるか、ちょ

っと難しい中身ですが。今、全然ないっていうことだけど、労働組合があるわけですので、そこで解決できると

いうこともあるわけですけども、現実としてはどんなふうに認識してるか。 

○監査委員事務局長 労使間の交渉で決着がついたものについては、特別紛争とかそういうことはございません

ので、現段階ではそういうことで話がまとまってるということです。他市、それから他県の状況を見ましても、

全国的に労働紛争ってのは非常に減っておりまして、長野県内は記憶にある限り、過去３年くらいでは案件がご

ざいません。北信越あたりになると数件あります。その程度の状況でございます。 

○委員長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

○山口恵子委員 今回の人事の方は新任ですけれども、再任というケースもあるのかどうか、お聞きしたいと思

います。それで、御本人の意思をもちろん尊重した上でだと思いますが、その辺どんなように対応されているの

かお聞きしたいと思います。 

○人事課長 今回の場合、御本人の退任の意思がございまして、新たに新任をさせていただいた経過でございま

す。もちろん再任ということも御本人の意向を言ってもらいまして、あり得るということですが、よろしくお願

いします。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。それでは、質疑を終了します。 

 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○委員長 ないようですので、議案第１４号公平委員会委員の選任については、原案のとおり認めることに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１４号公平委員会委員の選任については、全員一致をもって同意すべきもの

と決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第１５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○委員長 議案第１５号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。説明を求めます。 

○人事課長 それでは、議案関係資料５９ページをお願いしたいと思います。議案第１５号固定資産評価審査委

員会委員の選任についてでございます。 

 提案理由でございますけれども、固定資産評価審査委員会委員の選任について、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求めるものです。 

 概要ですが、委員３人のうち百瀬宏一氏が平成２５年７月１４日に任期満了となることに伴い、新たに小倉康

男氏を適任者と認め選任しようとするものでございます。小倉氏の略歴等につきましては、次の６０ページを御

参照ください。以上でございます。 

○委員長 それでは、委員の皆さんより質問、意見ありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なし。それでは、質疑を終了します。 

討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１５号固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり認め

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１５号固定資産評価審査委員会委員の選任については、全員一致をもって同

意すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第１８号 平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）中 歳入全般、歳出２款総務費、３款民生費中

１項社会福祉費、第２条地方債補正 

○委員長 議案第１８号平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。説明を

求めます。 

○企画課長 それでは、議案第１８号の冊子、一般会計補正予算（第１号）で、まず歳出から申し上げます。１

３、１４ページをお願いいたします。２款１項６目企画費の説明欄、白丸、企画調整事務費１３万９，０００円

につきましては、さきに御審議をいただきましたとおり、公の施設指定管理者選定審査会、これを外部委員を中

心とした審査会に見直すということに伴いまして、必要となります５人分の報酬、費用弁償、食糧費を計上する

というものでございます。 
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○情報推進課長 続きまして、７目情報開発費でございます。住民情報等電算システム管理事業のデータ移行委

託料でございます。９，４１０万６，０００円ですが、住民情報システムにつきましては、昨年度リース切れに

なりました税関係のシステム及び今年度リース切れになる住民記録や介護保険料のシステムなど２０業務につき

まして、平成２６年１月のシステムの更新を目指しまして、今年３月に一括調達によって競争原理に基づいて、

総合評価方式によって業者を決定いたしました。なお、その価格の提案については、５年のリース保守料の提案

で、提案上限額７億８，３００万円余に対して３億９，１００万円余の提案を受けている内容でございまして、

既存業者から新しい業者、株式会社電算に決まりましたが、その新しい業者のシステムへのデータ移行費になる

もので、新しい業者が決定したというこの段階で補正予算をお願いするものでございます。次の地方自治情報セ

ンター負担金でございますが、これが新しいシステムにおいて住民情報システムを処理するに当たって、地方自

治情報センターで出している住所辞書のファイルが必要ということで、この負担金が必要だということで、４８

万６，０００円を計上したものでございます。 

 次に行政情報等ネットワークシステム整備事業の総合行政ネットワーク運用負担金でございますが、この住民

情報システムについての提案がクラウド方式によるものでございまして、株式会社電算のデータセンターへのＬ

ＧＷＡＮの回線にかかわる負担金が必要ということで、４３万３，０００円を計上したものでございます。以上

でございます。 

○企画課長 続きまして８目地域づくり振興費、白丸のコミュニティ活動支援事業１，５３０万円でございます。

これにつきましては、宝くじの収益金を活用いたしました助成事業でございまして、本年度は７件採択となりま

したので、ここで補正をお願いしたいというものでございます。７件の内訳を申し上げます。まず一般コミュニ

ティ助成事業が３件でございます。これは１つには奈良井区のお茶壺道中の衣装及び山車の車輪の新調をいたす

ものが１つ。２つとしまして桟敷区の公民館の備品を整備する。それから３つとしまして町区の和太鼓を整備す

る。この３区にそれぞれ２５０万円でございます。これは一般コミュニティ助成事業でございます。それから防

災資機材整備に対する助成事業が４件でございます。大門田川町の自主防災組織に１８０万円。それから野村区、

中西条区、原新田区にそれぞれ２００万円でございます。なお、この市からの補助金額、合計１，５３０万円支

出をいたしますが、これにつきましては、全額宝くじの収益金から補填されるということになっておりまして、

同額を歳入予算に計上しているところでございます。地域づくり振興費については、以上でございます。 

○人事課長 その下の１２目職員研修費の職員研修諸経費、特別旅費の１００万３，０００円ですが、長野県地

方税滞納整理機構、これは平成２３年度に長野県と県内の全市町村が広域連合をつくり、千曲市に事務所を開設

したものですが、そこへ本年度から２年間本市の職員１名を派遣することになり、派遣にかかわる費用を今回の

補正予算にお願いするものでございます。なお、この分につきましては、県からの交付金で市に充当されるもの

であります。 

○市民課長 その下３款民生費、国民健康保険事業特別会計繰出金の補正につきましては、保険税率の引き上げ

改定に伴い、低所得者世帯に対します保険税軽減相当額の増額見込み分を国保特別会計に繰り出しをお願いする

ものでございますけども、法に定められた公費負担により繰出金として、県４分の３、市４分の１の負担率によ

り繰り出しをお願いするものでございます。当委員会に付託されました補正予算の説明は以上でございます。 

○財政課長 それでは、私のほうから歳入について説明をさせていただきますので、９、１０ページをお願いを
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いたします。まず１４款国庫支出金、うち民生費国庫補助金につきましては、セイフティーネット支援対策等事

業費補助金６３万円でございます。１４ページに歳出がございますけれども、平成２５年８月から実施をされま

す生活扶助基準額の見直しに伴いまして、現在のシステム改修費にかかわる１０分の１０の補助金でございます。 

 次、４目農林水産業費でございますが、農業農村整備事業補助金、これも歳出１６ページにございますが、農

業農村基盤整備工事ということで勝弦地区の３カ所のため池のフェンス工事３００万円が、３月の末に採択の内

示がございました。これに伴う補助金でございます。補助割合は事業費に対して５０％、事務費に対して１％と

いう内訳でございます。 

 次、６目土木費でございます。社会資本整備総合交付金（道路）２，７７７万円余でございます。１８ページ

のところに幹線道路整備事業といたしまして、根冶垣千本原線、ＦＰプロジェクトに関連する工事でございます

が、この測量調査費、それから歩道整備事業といたしまして、芦ノ田原村線の歩道整備事業４，０００万円、こ

れにかかわる５５％補助率の交付金でございます。 

 次、１５款県支出金でございます。国民健康保険基盤安定負担金につきましては、ただいま説明ございました

けれども、保険基盤安定繰出金、保険税の軽減分でございますが、この１，２００万円に対する県からの負担金

４分の３に相当する額でございます。 

続きまして４目労働費県補助金、緊急雇用創出事業補助金でございます。１８ページに歳出がございますけれ

ども、ＯＳＳ、いわゆるオープンソースソフトウェア、これを活用した産業振興を新たに展開するということで

ございまして、塩尻市振興公社への委託料１，０２１万４，０００円の補正を計上させていただきましたけれど

も、県のほうから起業支援型雇用創造事業のこの採択をいただいたものでございます。県でも同様に６月補正と

いう内容でございます。要件がございまして、この補助金の採択の要件は事業に占める新規雇用者の人件費割合

が５０％以上というようなことでございます。委託料１，０００万円余のうち人件費が５９０万円余、１名がプ

ロジェクトマネージャー、１名がアシスタントと、こういった内訳になっております。 

次、農林水産業費でございますが、国営造成施設管理体制整備促進事業補助金９万８，０００円でございまし

て、これは国営の土地改良事業で造成をいたしました施設の管理にかかわる補助金でございます。やはり４月に

県から増額の通知がありましたので、補正をさせていただくものです。次、その下、一番下になりますけれども、

森林整備加速化・林業再生事業費補助金５００万円でございます。信州Ｆパワープロジェクトに関連をいたしま

して、塩尻市森林資源活用モデルプランを構築するための業務委託料５００万円の補正に対しまして、１０分の

１０の本補助金を見込むものでございます。なお、この補助金につきましては、３月補正において平成２５年度

の前倒しといたしまして歳入歳出同額を計上させていただきましたけれども、国のほうから前倒しとして採択さ

れなかったという経過がございましたので、３月の専決補正で減額をいたしまして、この６月に改めて再計上さ

せていただいたものでございます。 

 次のページをお願いいたします。１８款繰入金、基金繰入金でございますが、財政調整基金繰入金１億５，６

００万円余につきましては、今回の補正増額による一般財源の不足額を財調の取り崩しにより財源充当するもの

でございます。 

 ２０款諸収入のほうにまいります。雑入で長野県地方税滞納整理機構交付金につきましては、先ほど人事課か

ら説明がございました機構への職員研修旅費にかかわる交付金でございますし、その下のコミュニティ事業助成
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金につきましては、市町村振興協会の地域活動助成事業にかかわる助成金でございます。その下の維持管理適正

化事業交付金につきましては、県の土地改良事業団体連合会からの交付金でございます。１６ページのところに

歳出ございますが、ポンプ施設維持改良工事４００万円補正をお願いをしております。このうち９割にかかわる

ものが交付金ということで、財源の充当をさせていただきました。 

 ２１款公共事業等債（道路）でございますが、先ほど説明いたしました根冶垣千本原線、芦ノ田原村線、この

事業費にかかわる起債でございまして、補助残に対しまして充当率の９０％の起債を活用させていただいたもの

でございます。 

 最後になります４、５ページ、第２表をお願いをいたします。ただいま市債で説明させていただきました公共

事業等債２，０４０万円を増額したことに伴いまして、地方債の変更を行うものでございます。以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員の皆さんから質問、意見ありましたらお願いいたします。 

○青柳充茂委員 １４ページの一番上のね、例の指定管理者の審査委員会の委員報酬の１０万１，０００円です

けど、費用弁償もあるけど、これはどういう計算ですか。 

○企画課長 今回はですね、既に先ほど御審議をいただきましたとおり、楢川の診療所を指定管理者として選定

が必要になります。それから、もう１件は奈良井駐車場が来年更新になりますので、ここで審査が必要になりま

す。それから、これはもう確定でございますが、もう１件については、新規の導入あるいは予期せぬ更新もござ

いますので、その１件の選定審査を予定しまして、合わせて３件の施設の選定を見込みました。そういたします

と１施設につきまして、施設の担当課による審査委員の皆さんへの説明、それから評価表を審議をしていただく、

これで１回でございます。それから、候補者からのプレゼンを受けまして、それから審査をしていただく、これ

が１回ございます。したがいまして、１施設について説明と評価審査、プレゼンと審査、それぞれ半日ごとでご

ざいます。したがいまして、１施設について１日６，７００円の報酬の５人分、それからその３施設という計算

でございますので、報酬については１０万５００円、１０万１，０００円ということでございます。費用弁償に

ついては、その分の開催分の費用弁償でございますし、食糧費につきましてはプレゼンと審査、終日にわたる予

定でございますので、その２回分の食糧費、昼食を挟んでの審査でございますので、その分の食糧費を計上させ

ていただいて計算をしてございます。以上でございます。 

○青柳充茂委員 ということは５人ということですか、日当を払う人の数は。 

○企画課長 予算の計上上、外部委員は５人という想定で計上をさせていただいております。 

○青柳充茂委員 その５人の内訳は、さっきの１、２、３号で言ったら何だろう、１号かな。 

○企画課長 １号委員を５人を予定してございます。 

○委員長 ほかにございますか。ありませんか。 

○副委員長 住民情報電算システムのこの予算なんですが、さっきちょっと説明がよく聞こえなかったもんで、

もう一度あれなんですが、当初予算に入れられなんだ、そこら辺の理由を教えてください。 

○情報推進課長 既存業者が、内田洋行が税の関係のシステムを持っておりまして、内田洋行、株式会社電算ほ

か４名でプロポーザル審査をしたんですけれども、内田洋行が税の関係、一番多く６，６００万円くらいかかる

んですが、そこが取ると当初予算では、それが必要じゃないっていうような形の中で、新しい業者が決まった段
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階で補正で載せさせていただいたという経過でございます。 

○副委員長 やはり誰が来るかわからないっていう部分はわかるわけですが、やはり当初予算にですね、計上す

るべきだと私は思うんですけれども。というのはなぜかっていうと、こういうことはやるってことは、もう決ま

ってるっていうか、方向の中では決まってるわけでしょうから、やはりどの業者が取るは別としても、必要な予

算は計上しておくべきだと思いますが、もう一度そこら辺を聞かせてください。 

○協働企画部長 委員さんおっしゃられることも十分わかります。今年度当初予算計上につきましては３，６０

０万円を計上させていただいてございます。これにつきましては、住民記録のシステムを現在お願いしてます富

士ゼロックスさん、これにつきましては一括調達が難しいということで、手を挙げることができませんというこ

とがもう判明しておりましたので、当初予算で計上させていただきました。今の、先ほど申し上げましたとおり

税の関係は大きなシステムでございますし、また後期高齢者、介護保険等々、その他のシステムもございます。

その他のシステムにあっては、手を挙げていただく業者さんによっては、先ほど言ったとおりに不必要な経費と

いうことになりますので、不明確であるということの中では、当初予算計上を見送らさせていただいて、業者が

決まった段階、はっきりした段階で補正で対応しましょうということで当初予算のときに査定を受けております

ので、そのとおり今回は補正で計上させていただいたという経過でございます。以上です。 

○副委員長 実はですね、これ全然違う、今度は質問をさせていただきますけれども、先般岡谷市で行われた岡

谷病院の入札が不落になったっていうのは御存じですよね。というのは、これからうちも庁舎の耐震始めるわけ

ですが、それが金額が相当大きいわけですよね。債務負担行為も入れると９億幾らですから、相当やっぱり今、

人件費だとか、材料費等も上がってると思うもんですから、これから多分ここら辺に影響が出てくるような気が

するもんですから、そこら辺はどんなふうに考えておられますでしょうか。やってみなきゃわからないとは思い

ますが。 

○総務部長 庁舎の関係についてはですね、今、実施計画のほうを進めているわけですけれども、確かに委員御

指摘のようにですね、東日本大震災の関係もあって、建築資材等の高騰も見られるということは十分承知をして

おります。そうした中で、今、当初予定していた予算の中でおさまるように実施設計の段階で工夫をしながらで

すね、組んでるところなもんですから、今の見込みとしては予定どおりに行けるものというふうに考えていると

ころであります。 

 もう１点、先ほどの件とあわせて予算編成の基本的な考え方なんですが、今こういう経済的にも厳しい時期に

なってきてますんで、基本としては当初予算については確定したものを計上していきたいということでありまし

て、ただ事業はどっちにしろやらなきゃいけないだろうと、これは確定しているわけですけれども、金額的につ

いては大きな変動も見込まれたということで補正対応としたということでありまして、もう１つ補正については

ですね、こういったものも含めて国の補助金ですとか、県の補助金が未確定なものについては、それが確定した

ときに補正計上しましょうという１つの方針がございますんで、そうした中でやらさせていただいているという

ことでございますんで、よろしくお願いします。 

○副委員長 ありがとうございました。 

○柴田博委員 今の関連ですけれども、補正予算、今回の住民情報等電算システムの場合には、補正で約９，５

００万円くらい組んでるわけですけど、これは当初使うかどうかわからないし、もし使うとすればこれくらいだ
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という予算枠があって、補正を組むかもしれないということで別枠で取ってあるっていうわけじゃないですよね、

これは。 

○総務部長 この切りかえはですね、やらなければいけないっていうことになってまして、ただどこが受けるか

によって大きくここにかかわる経費っていうのは、変わってくる可能性があるもんですから、事業自体はやると

いうことは確定しておりましたけれども、そういった計上額の関係で確定した段階で計上をさせていただきたい、

補正対応とさせていただきたいということで、予算編成の段階でそういうふうに決めさせていただいたというこ

とでございます。 

○柴田博委員 言ってることはよくわかるんですけど、ただね、今、いろいろな段階、例えば補助金で、例えば

住宅リフォーム助成制度で、１日目に申し込みに来たけど受け付けられなかった人が４０人もいて、財政的に厳

しい、お金の出どころがないから補正組めないっていう話をしておきながら、ここでは必要だからっていうこと

であろうけれども、９，０００万円の補正がぽっと出てくるっていうのはね、それはちょっと前もってこういう

のが出るから予想して取ってあったのって言いたくなっちゃうんだよね。 

○協働企画部長 当初予算の計上の仕方、また担当部からの予算要求の仕方でございますけれども、担当部とい

たしましては、このデータ移行、仮に全く違う業者さんになった場合、これくらいの経費はかかるよということ

は当然はじき出してございます。それをもちまして総務部長ヒヤリング、理事者のヒヤリング等臨むわけですけ

れども、その査定の中でですね、先ほど言いましたとおりに経費的に不明確、積算を逆に聞かれた場合でもです

ね、十分にお答えできない点がございますので、今回はっていうのは、当初歳出計上は見送らさせていただいた

と。ただ今後につきまして、業者が確定した時点でですね、当然にかかってくる費用でございますので、あわせ

て見積もりの中では明示をさせていただいてたというのが経過でございますので、御理解をお願いいたします。 

○委員長 いいですか、ほかにございますか。 

○青柳充茂委員 そのね、総務部長の言うことも、協働企画部長の言うこともわかるんだけど、心配なのはもう

ちょっと深い突っ込んだ話でね、システム開発にかかわる費用がどのくらいが妥当かとかね、このくらいででき

るはずだみたいな話って、こんな難しい話はないんですよ、実を言うとね。おっしゃるとおり入札やってもね、

入れてくる人によって全然違うの。何でこんなに半分とか、３分の１でできちゃうの、こっちは３倍もかかるの

っていうくらい違うんですよ。私たちが一番心配するのは、それをちゃんと見抜くっていうかな、適切に判断で

きる力が市側にあるかどうかっていうのが心配になっちゃうんですね。だから安けりゃいいってもんじゃないっ

て問題も１つあるんです。というのはシステム開発の連中、連中って言葉は悪いか、人たちがやるうまいやり方

っていうのはね、受けてね、それでちょっと変な話ですけど、最初っから問題あるようなものをつくっておいて、

ちょっとそれ意図的じゃないんだけどね、なかったとしても後で、いや、ちょっとこういう不具合がありますか

ら、こういうとこ直さなきゃいけません、ああいうこと直さなきゃいけませんって言って、それもね、足元見る

っていうか、直してもらわないとこっちはお手上げになっちゃうわけだから、それ、やってくださいって話にな

るわけですよ。それで、あんまりこの話しててもいけないけどね。だから、そこの力をちゃんと持てるかどうか

って。ないとしたら、どういうふうにやればそういうことを少しでも防げて、より適切な価格で質のいい業者を

選ぶことができるかっていう、ここについては、ものすごく意識持ってやってもらいたいなって思ってるんです

よ。ちょっと答弁いらないけれど、特に今こういう話が出たんでいい機会だからね。当初予算に上げるかとか、
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補正でいくかなんて話より、そっちのほうが私は重要な話だというふうに思ってます。要望しておきます。 

○副市長 せっかくの御要望ですんで、お答えをさせていただきますけれども、私どもはこのシステム開発につ

きましてはですね、相当と言いますか、相当力を入れてまいりまして、今までも人材育成にこれ努めてまいりま

した。委員御存じだと思いますけれども、私ども情報課はですね、そういう人材育成もあわせて、インフラの整

備もあわせてですね、長い歴史をかけてこつこつと積み上げて来たものがございます。したがいまして、私ども

の開発したシステムがですね、全国の各市で同様な採用をされているというような事例もございますし、チェッ

クをする、あるいはシステム構築をする目はですね、それなりの自信を持っておりますので、ぜひその点は御理

解いただきたいと存じます。 

○青柳充茂委員 いいお答えをいただいたんでちょっとお聞きしたいんだけど、この９，４００万円という金額

ね、これは、そうするとあるべき金額から見て、どのくらいものだったっていうのをもう一度ちょっと教えても

らっていいですか。 

○情報推進課長 この９，４１０万円ですが、一応、２０業務のものについて対象になっておりまして、データ

移行につきましては、業者ごとにつくっているファイルが違うわけなんでございまして、そのデータの並び順と

か、いろんなデータについても高度化されてるデータがありますけれども、それが、それぞれの業者で種類が違

うものですので、データ移行につきましてはプログラムの開発が必要、それぞれのファイルについて、ファイル

が新しい業者と既存業者でファイルの数も種類が違うものですから、新しい業者用のファイルにそれぞれプログ

ラムをつくらないといけないという中で、これだけの額がかかってくるという内容でございます。２０業務につ

いても、先ほど話したように１つのファイルだけじゃなくて３ファイルあったりとか、８ファイルあったりとか

するので、８ファイル必要なのは８プログラム必要だということで、それだけの額がかかってくるということで

ございます。 

○青柳充茂委員 そういう話もいいんだけどね、要はもうちょっとみんなにわかるように言ってもらいたいのは、

市が当初思ってたよりもどのくらい高かったとか安かったとか、そういう表現ではできませんか。 

○情報推進課長 データ移行費については、それぞれ今まで既存業者については複数の業者でなっていましたの

で、それぞれ行政システム株式会社とか内田洋行とかＡＩＤ、複数の業者が出てますので、それを見た中でもそ

れほど。上下ありますけれどもなからそのくらいの数字かなということだと思います。 

○委員長 ほかにありますか。ありませんか。それでは、質疑を終了します。 

 討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１８号平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）の当委員会にかか

わる部分について、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１８号平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）については、全員一

致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議案第１９号 平成２５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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○委員長 議案第１９号平成２５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

説明を求めます。 

○市民課長 それでは、議案第１９号平成２５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につき

まして、１ページからお願いをいたします。中ほど第１条にありますよう、歳入歳出予算それぞれ１億３，５０

０万円を追加いただきますよう増額補正をお願いするものでございます。この補正は保険税率の引き上げ改定に

伴います平成２５年度から平成２７年度までの３カ年間にわたる歳入不足見込額を解消するための２億７，００

０万円につきまして、その２分の１を一般会計繰入金による財政支援をいただくものとして、平成２５年度当初

予算に一般会計繰入金にかかわります予算計上を行っております。したがいまして、残る１億３，５００万円の

税率改定分につきまして、今回の補正におきまして予算づけをお願いするものでございます。 

 それでは、わかりやすいよう次の２、３ページをお願いをいたします。２、３ページの第１表の中で全体的に

補正予算の概要を説明させていただきます。２ページ、歳入左から４列目の補正額をごらんいただきますと、１

款国民健康保険税の補正額が１億２，３００万円、その下８款他会計繰入金、これは一般会計からの繰入金であ

りますが、この繰入金の補正額が１，２００万円、合わせまして１億３，５００万円の増額補正をお願いするも

のでございます。これは、今回の税率改定による必要額を１億３，５００万円としておりますので、税率を引き

上げることによって、低所得者世帯に対します７割５割２割軽減にかかわる保険税軽減相当額が増加いたします

ので、その増加見込み分として８款の繰入金において１，２００万円を一般会計から公費負担として繰り入れ、

残る１億２，３００万円につきまして、保険税率の引き上げによる歳入増で確保したいものでございます。以上、

歳入補正において１億３，５００万円を計上した上で、右ページの歳出補正において、その全額を予備費に計上

をお願いするものでございます。 

次に補正予算の詳しい内訳を説明申し上げますので、ページを飛ばしていただきまして、７、８ページまでお

進みをください。歳入補正７ページ、１款国民健康保険税につきましては、一般被保険者と退職被保険者の保険

税を合わせ、先ほど申し上げました総額１億２，３００万円の増額補正をお願いするものでありますが、平成２

５年度当初予算額の計上割合に応じまして、右の８ページの医療給付費分以下、それぞれの科目ごとに増額補正

をお願いするものでございます。その下８款一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）の補正は、

保険税軽減相当額の増額分につきまして、県４分の３、市４分の１の公費負担により一般会計から繰り入れをお

願いするものでございます。 

次の９ページをお願いをいたします。歳出補正９ページの予備費において、歳入補正予算総額の全額をこの予

備費に補正計上をお願いするものでありますが、補正後の予算額ごらんいただきますと２億５，８００万円余と

なります。この額に対しまして、平成２４年度会計決算が固まる本年９月補正において、この予備費から１億円

を基金に積み立てるとともに、残る１億５，８００万円ほどの予備費を確保することで見込みを上回る給付費に

対応できるよう、また平成２５年度以降の財政運営を安定したものとしてまいりたいと考えております。以上で

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、委員の皆さんから質問、意見ありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なし。よろしいですか。それでは、質疑を終了します。 
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討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１９号平成２５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１９号平成２５年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、全員一致をもって可決すべきものと決しました。次に進みます。 

────────────────────────────────── 

議会第１号 国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書 

○委員長 議会第１号国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書について、質問、意見を求めま

すが、これ１回配付されてるで、そのままいいですかね。読まなくて、そのまま進めていただいていいですか。

そういうことで、それでは、皆さん方に質問、意見ありましたらお願いをしたいと思います。 

○山口恵子委員 質問をしたいんですけども、ここに書かれている１９８４年当時の改正内容、ここでは医療費

の減額があったというようなことが書かれていますが、その当時の改正内容についてと、あとこの文の中で国か

らの医療費が引き下げられているというふうに書かれていますが、総収入に占める国庫負担金の割合が、全体の

中で割合として、それはふえているのか減っているのか、その点に関してちょっと状況がわからないものですか

らお聞きしたいと思います。 

○市民課長 私のほうからお答えをさせていただきます。まずですね、ここにございます１９８４年のものでご

ざいます。これは昭和５９年に退職者医療制度ができました。その前、昭和５８年につきましては、医療費の５

０％、これは例えば医療費１００ですと、それに対して５０は来てました。それが１９８４年、昭和５９年にか

かった医療費の４５％から保険給付費に変わっておりますので、これまでは医療費総額の４５％に対してでした

けれども、昭和５９年からは保険給付費の５０％ですので、例えば３割負担ですと１万円のうち７，０００円が

保険負担になりますので、その５０％、以前は１万円に対して４５％でしたので、その辺で率が下がっておるも

のでございます。その関係で本市の国庫負担金を見てまいりますと、昭和５８年当時の国庫負担金の歳入に占め

る割合が５２．１６％に対しまして、昭和５９年度が４４．３４％ということで減っておりますので、その辺で

減額になっております。 

 続きまして御質問をいただきました各保険者ごとの公費負担の割合でございますけども、厚生労働省が示しま

す平成２４年度の予算ベースで申し上げます。市町村国保とか後期高齢者医療制度が、給付費等の約５０％の負

担で公費負担がございます。しかし、中小企業の皆様方が加入します協会けんぽが給付費等の１６．４％、大企

業の組合健保が、これは財政が行き詰まったときに定額で出るっていうことで、本来的には大きな健康組合と共

済組合はございません。以上でございます。 

○山口恵子委員 それともう１点お聞きしたいんですが、一般質問、柴田議員の質問だったかと思いますが、国

保の考え方で県知事会とか市町村会では、抜本改革とか財政基盤を整えてほしいというような要望を上げている

っていうような答弁だったかと思いますが、現在の制度の中で市町村国保が抱えている構造的な問題をやはり同

時に解決していく必要があるのかなというふうに思っていますが、その点はいかがお考えかお聞きしたいと思い
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ます。 

○市民課長 市町村国保の構造的な問題は、御承知のとおり低所得者の加入率が高い、これの裏づけはですね、

定年退職をされまして国保にどんどん入って来ますので、市町村国保の平成２２年度の６５歳以上の加入率が３

１．３％に対しまして、協会けんぽが４．８％ですので、この辺で高齢化が非常に高いっていうことで、その分

医療費がのしております。それで、これを今は国の制度の中で被扶養者の関係で、今、所得が１３０万円で制限

がございますけれども、これを平成２８年度ころから拡大をして、市町村国保から被用者保険に移行するってい

うものがございますので、その辺の制度改革、今のところ平成２８年度ころっていうことを示しておりますけれ

ども、私どもはできるだけ早くそれを改革していただいて、こういう構造的な問題を解決していただきたいのが

１つでございます。 

 あともう１つは、本会議でもうちの部長から申し上げましたけども、現在国民会議で市町村国保の都道府県単

位化が議論をされております。８月２１日が法的な設置期間の最終ということで、恐らく８月２１日までには出

てまいりますけども、今のところ市町村国保の広域化の関係で、その辺で議論が出て進めて、その辺で方向づけ

がなされると思いますけども、ただ全国知事会では市町村国保反対しておりますので、その辺で今回請願いただ

きましたとおり、基盤強化を図っていただかないとやはり市町村国保ももう崩壊状況でございますので、今回意

見書のとおり私どもも国に対しまして強くそういう制度改正、今、委員さんが申されたとおり、そういう構造的

な改革をまず図っていただいた上で、さらに市町村国保のほうにつないでいただきたいような形で考えておりま

す。以上でございます。 

○山口恵子委員 今、答弁をお聞きしまして、ここに書かれている国の医療費の増額は当然、もちろんしていた

だきたいわけですけれど、やはり常に崩壊の危機的状況にあるっていうのが今の国保の現状ですので抜本改革で

すとか、財政面の改革もやはり同時にやっていく必要性があるのかなというふうに感じています。これは意見と

いうことでいいです。 

○柴田博委員 提出者をごらんなっていただければわかりますように、総務委員会の委員８人のうち７人が賛成

者になっておりますので、ぜひそういう意味から言っても中身的にはこれでいいんじゃないかなというふうに思

いますので、意見書をぜひ上げていただくようにお願いしたいと思います。 

○委員長 ほかにございますか。ありませんか。 

○森川雄三委員 提案者に対してね、私ども賛同として大勢の議員がね、賛同してるという中では、当然国に求

めていくことは、これはいいことだなと私も思いますのでぜひ上げていただきたいと思いますが、山口委員おっ

しゃるように、もし言葉として変更の必要があるんであれば、提案の鈴木議員と相談でもいただいて、これ意見

書（案）でありますんで、委員長采配でですね、ぜひそこら辺のところは、また意見書の場面の中でですね、裁

量していただければと、私はこのように思いますけども、いかがですか。 

○委員長 ほかにあります。今、森川委員のほうからも言われましたように、山口委員の意見等も踏まえて委員

長、副委員長のところで字句修正については任せていただいて、意見書の部分については採択をいただくという

ことで、これはあれだね、議案だで。それでは、質疑は終了し、討論を行いますが、よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議会第１号国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書については、
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原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議会第１号国民健康保険制度における国庫負担の増額を求める意見書については、

全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。 

 これで、全部終わりだね。以上で、本委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。当委員会の審

査結果の報告書及び委員長報告の案文につきましては、委員長に御一任願いたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、継続審査。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

○総務部長 それでは、閉会中の継続審査についてお願いを申し上げます。総務環境委員会が所管します各部に

おきまして重要事業等抱えてございますので、閉会中におきましても協議会等の開催をお願いする場合もあろう

かと思いますが、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ただいま継続審査の申し出がありましたが、これについては御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。理事者から挨拶があれば。 

○中原輝明委員 ちょっと待って、その他でいいんだっけ。その他。その他いい。 

○委員長 はい。 

○中原輝明委員 ちょうどいい機会だで。その他だ、その他だね。これは関係はないけれど、ここにあるね、ち

ょっとこれ聞きたいだ、これは。安全・施設整備担当部長という、部長は今までいろいろ話もきょう議会の中で

なかっただが、本会議でも。この役割と内容ってものはどういうことをやるの。それともう１点聞きたいのは、

市内の中の交通安全対策はどの程度進捗してるか、今どんなとこがネックであるか、そういうことを理解するの

が担当部長であるのか、あるいはほかの仕事をしてるのか、その内容をちょっと教えてよ。俺にはちっともわか

らん。 

○総務部長 ええとですね。 

○中原輝明委員 いや、それは総務部長じゃない、その担当部長の、そういうものせ。ちゃんと命令されてるだ

で。 

○総務部長 本人からは言いにくい面もあろうかと思いますんで、私のほうから申し上げますが、一応、安全・

施設整備ということになっておりますけれども、当面メインに担当してもらう部分については、庁舎の耐震、あ

るいは大規模改修の面がございますんで、これについて責任を持って進めてもらいたいということでありまして、

なぜかと言いますと、居ながらにしての工事になりますんで、これは全庁的に各部・課で理解をいただいて、そ

れに協力してもらうことが必要になります。そういう意味で、それを推進していく上で、部長という立場でこれ

を統率をしていってほしいということでありますし、さらに加えまして安全の部分につきましては、これは消防

のほうで次長もおりますけれども、本年度から地区に入ってですね、避難所の開設等について地区との調整を図

っていかなければいけない部分もありますんで、そういった面で総括的に、直接的な担当は消防の次長のほうで
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行いますけれども、総括的な統率をとってもらいたいと、その２点でございますんで、よろしくお願いします。 

○中原輝明委員 その２点は今よく理解、理解したっていうか、ちっともしきれないだが。これはもう少しあれ

だわな、ここの戒名からすると、これはあれだよ、誰が聞いても塩尻市全体の担当部長であるということは、誰

も考えるよ。いいかい。その中に、建設部の中にその担当もあるでしょう。だからその辺の兼ね合いをちゃんと

していかないと。これ塩尻市全体を見ていかないと困るよ、これだけの、戒名なんて言っちゃ、名前があれば。

それは総務部長が苦しい答弁する。これ一般の人に聞いてみ。そんな庁舎だけの問題に、なぜそんな担当部長が

いるだ。よく考えてみましょ。総体的には何かね、見てもらわなきゃ。そういうもんじゃない。市内の交通安全

施設の整備なんてことは大きな問題だよ。要望なんて大きく出てるでしょう。にもかかわらず担当部長は。それ

は、これからでもいいが、もう一回再考してしっかりやってほしい。これはこの耐震も同じことだ、この中の、

庁舎の。お願いします。要望。いい、どうせそんな、しゃべったって必ず調子がいいことをしゃべってくるで。 

○副市長 一言申し上げたいと存じます。今、庁舎のこの改築につきましてはですね、非常に長い間の懸案でご

ざいましたし、喫緊の課題でもあります。それから、この庁舎の改築を進めて行く中にはですね、庁舎にかかわ

ったほかの公的施設の安全確保、あるいはそれをどう処分をしていくかということもございます。一部は企画が

担当しておりますけれども、それも含めてですね、全体の安全対策、特に震災とか火災とかですね、そういう災

害があるわけでございますんで、それに対する万全な体制をとっていきたいということでございます。詳細はさ

っき総務部長が申し上げたとおりでございます。加えてですね、そういう意識を職員が一人一人が持つことによ

って、各担当でですね、交通安全も含めて、あるいはほかの防災の関係も含めてですね、しっかりした体制をと

っていくというのが、今の担当部長の使命でございますので、その点をよろしくお願いをいたします。 

○委員長 それでは、理事者から引き続き挨拶をお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 熱心に御審査をいただきまして、御提案を申し上げました全ての案件につきまして原案どおりお認め

をいただきました。大変ありがとうございました。審査の中でいただきました御意見、御要望につきましては、

今後の行政の中でしっかり生かしてまいりたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。 

○委員長 以上で、６月定例会総務環境委員会を閉会といたします。大変御苦労さまでございました。 

午後２時４６分 閉会 
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